
平成21年 7月 6日

社会福祉施設等調査及び介護サー ビス施設・事業所調査   ・

における民間競争入札実施要項

1 趣旨

. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成18年法律第51号。以下「法」

という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービス

による利益を事受する国民の立場に立って、公共サービス全般について不断の見直し

を行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適

切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現す

ることを目指すものである。

前記を踏まえ、厚生労働省は、公共サービス改革基本方針 (平成20年 12月 19日 閣議

決定)別l表において民間競争入札の対象として選定された社会福祉施設等調査及び介

護サービス施設・事業所調査に係る統計調査関連業務について、公共サービス改革基

本方針に従つて、本実施要項を定あるものとする。

2 社会福祉施設等調査、介護サービス施設 口事業所調査の辞細な内容及びその実施に当

たり確保されるべき質

(1)社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査の概要等

①社会福祉施設等調査                      ・

社会福祉施設等調査は、社会福祉施設等の定員、在所者、従事者の状況等を把握し、

社会福祉行政推進のための基礎資料を得るとともに、社会福祉施設等綱酪 簿を作成

することを目的とし、全国の社会福祉施設等と障害者自立支援法による障害福祉サー

ビス事業所及び相談支援事業所に対して、毎年10月 1日現在で把握している。

なお、3年月期で精密調査を実施している (次回は平成み年実施予定)ざ この精密

調査は社会福祉施設等を対象に、調査事項のうちt在所者・従事者等の項目について、

より詳細事項を把握するものである。      .

ア 調査の対象

。生活保護法による保護施設

救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設

0老人福祉法による老人福祉施設

養護老人ホーム (一般、盲)、 経費老人ホーム、軽費老人ホームA型、経費老人ホ

ームB型、老人福祉センター (特A型、A型、B型)、 老人介護支援センタァ

・障害者自立支援法による障害者支援施設等



(ア)障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム

(イ )旧身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設

肢体不自由者更生施設、視党障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、

内部障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者入所授産施設、身体障

害者通所授産施設、身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場

(ウ)旧知的障害者福祉法による知的障害者援護施設

知的障害者入所更生施設、知的障害者通所更生施設、知的障害者入所授産施

設、知的障害者通所授産施設、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者通

勤寮、知的障害者福祉工場

(工)旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者社会復帰施設

精神障害者生活勃1練施設、精神障害者福祉ホーム (B型)、 精神障害者授産

施設 (入所、通所)、 精神障害者小規模通所授産施設、精神障害者福祉工場

。身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設

身体障害者福祉センター (A型、B型 )、 障害者更生センター、補装具製作施設、

盲導大訓練施設、点宇図書館、点字出版施設、聴党障害者情報提供施設 、

・売春防止法による婦人保護施設

婦人保護施設

。児童福祉法による児童福祉施設

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、知的障害児施設、

自閉症児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、

肢体不自由児施設、肢体不自由児通園施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障害

児施設(情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、小

型児童館、児童センター、大型児童館 (A型、B型、C型)、 その他の児童館、児童

遊園

。母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設

母子福祉センター、母子休養ホーム

。その他の社会福祉施設等

授産施設、宿所提供施設、盲人ホーム、無料低額診療施設、
′
隣保館、今き地保健福

祉館、へき地保育所、地域福祉センター、老人憩の家、老人体養ホーム、有料老人

ホーム

・障害者自立支援法による障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所

居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、療養介護事業所、生活

介護事業所、児童デイサービス事業所、短期入所事業所、重度障害者等包括支援事

業所、共同生活介護事業所、自立訓練 (機能訓練、生活副1練)事業所、就労移行支

援事業所、就労継続支援 (A型、B型)事業所、共同生活援助事業所、相談支援事

業所



イ 調査の方法

調査は、調査客体に調査票を送付し、郵送により回収する方法で実施する。

なお、実査に先立ち、当該年の調査対象施設・事業所名簿を作成し、調査客体を確

定する。

ちなみに、平成20年までの調査は、以下に示す系統図のように、厚生労働省から地

方公共団体 (都道府県 。指定都市・中核市)の福祉事務所を通じて調査票を西己付し、

記入された調査票を福祉事務所が回収する方法と厚生労働省から直接調査票を送付して

記入された調査票を郵送により回収する方法で実施してきたところであり、平成20年

は国直轄調査分のみ公共サービス改革法に基づく民間委託により実施した。

平成21年からは、従来の地方公共団体経由分も国直轄調査とし、その業務は請負業

務の内容に含む。

ウ 調査の客体数

全数調査であるため、対象となる施設。事業所数は毎年変動するllll紙 1参照)。 なお、

平成21年の客体数は以下のとおりである。

社会福祉施設等 :約74,100施設

障害福祉サービス等事業所 :約39,200事業所

工 調査時期

調査の期日:毎年10月 1日

調査票の提出期限 :毎年10月 20日

なお、平成20年までは、地方公共団体経由のため、社会福祉施設等に対する調査票

の提出期限は毎年11月 15日 としていた。

オ 調査事項

社会福祉施設等の種類及び障害福祉サービス等事業所により、以下の調査票を用い
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障害福祉サービス事業所等



る。なお、 3年に 1度の精密調査年 (平成 21年実施)では、社会福祉施設等の各調

査票 (障害福祉サービス等事業所票を除く。)は、調査項目の増により、A4調査票の

紙面換算で簡易年調査 (通常、調査紙面A4片面 1枚又は両面1枚程度)の 2倍程度 (A

4両面 1枚又は両面 2枚程度)になることに留意する。

(ア )保護施設・老人福祉施設 。身体障害者社会参加支援施設等調査票

法人名、施設の名称、所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、設置主体 ◆

経営主体、定員、在所者数 (精密年では、在所者の障害の程度別など詳細に把握

する)、 年齢階級別在所者数、職種別従事者数 (常勤・非常勤 ;精密年では、職

種別従事者を男女別など詳細に把握する)等

障害者支援施設等調査票

法人名、施設の名称、所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、設置主体・

経営主体、定員、在所者数 (精密年では、在所者の障害の程度別など詳細に把握

する)、 年齢階級別在所者数、職種別従事者数 (常勤・非常勤 ;精密年では、職

種別従事者を男女別など詳細に把握する)等

児童福祉施設等調査票

法人名、施設の名称、所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、設置主体・

経営主体、定員、在所者数 (精密年では、在所者の障害の程度別など詳細に把握

する)、 年齢階級別在所者数、職all従事者数 (常勤・非常勤 :精密年では、職

種別従事者を男女別など詳細に把握する)等

保育所調査票

法人名、施設の名称、所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、設置主体・

経営主体、定員、在所児数、年齢階級別在所児数、職種別従事者数 (常勤・非

常勤 ;精密年では、職種別従事者を男女別など詳細に把握する)等

障害福祉サービス等事業所票

法人名、事業所の名称、所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、経営主体、

事業所における事業の状況 (事業所名、活動状況)、 事業所におけるサービス

の提供状況 (定員、営業日数、 9月 中の利用実人員・利用延人数等)、 職種別

従事者数 (常勤 ◆非常勤)等

②介護サービス施設・事業所調査

介護サービス施設・事業所調査は、全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把

握することにより、介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得る

とともに、介護サービス施設・事業所名簿を作成することを目的とし、介護保険施設、

居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所、地域密着型サービス事業所、地域密着

型介護予防サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所に対して、毎年

10月 1日 現在で把握している。

(イ )

(ウ )

(工 )

(オ )



なお、 3年周期で利用者の状況を把握する調査を実施している(次回は平成 22年実施

予定)。 この利用者調査は介護保険施設及び訪問看護ステーション・介護予防訪問看護ス

テーション対象であり、その記入は施設・事業所の管理者が行う。

ア 調査の対象

(ア )介護保険施設

指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設

(イ )居宅サービス事業所 (訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導を除く)

訪問看護ステーション、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、通所介護事業

所、短期入所生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、福祉用具貸与事業

所、特定福祉用具販売事業所、通所リハビリテーショシ事業所、短期入所療養介護

事業所

(ウ )居宅介護支援事業所

(工 )介護予防居宅サービス事業所 (介護予防訪間リハビリテーション、介護予防居宅

療養管理指導を除く)

介護予防訪間看護ステーシヨン、介護予防訪問介護事業所、介護予防訪問入浴

介護事業所、介護予防通所介護事業所、介護予防短期入所生活介護事業所、介護

■予防特定施設入居者生活介護事業所、介護予防福祉用具貸与事業所、特定介護予

、
｀
防福祉用具販売事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所、介護予防短期

入所療養介護事業所

(オ )‐ 介護予防支援事業所

(力 )'地域密着型サービス事業所

地域密着型介護老人福祉施設、夜間対応型訪問介護事業所、認知症対応型通所

介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

(キ )地域密着型介護予防サー
‐
ビス事業所

介護予防認知症対応型通所介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

イ 調査の方法

調査は、調査客体に調査票を送付し、郵送により回収する方法で実施する。

なお、実査に先立ち、当該年の調査対象施設 。事業所名簿を作成し、調査客体を確

定する。

ちなみに、平成20年までの調査は、以下に示す系統図のように、上記の (ア)介護

保険施設～ (キ)地域密着型介護予防サービス事業所に対する調査は、地方公共団体

の福祉事務所、保健所を通じて施設・事業所に調査票を配付し、記入された調査票を



福祉事務所、保健所が回収する方法、ただし、 (イ )～ (キ)の居宅サービス事業所等

の一部の事業所に対しては、厚生労働省から事業所に対して直接、調査票を送付し、

記入された調査票を郵送により回収する方法で実施してきたところであり、平成20年

は国直轄調査分のみ公共サービス改革法に基づく民間委託により実施した。

平成21年からは、従来の地方公共団体経由分も国直轄調査とし、その業務は請負業

務の内容に含む。

ウ 調査の客体数

全数調査であるため、対象となる施設・事業所数は毎年変動する偶り紙 1参照)。 なお、

平成21年の客体数は以下のとおりである。

介護老人福祉施設 。地域密着型介護老人福祉施設票 :約7,400施設

介護老人保健施設票 :約4,100施設

介護療養型医療施設票 :約2,600施設

訪間看護ステーション票 :約6,600事業所                 .
居宅サァビス事業所 (福祉関係)票 :約80,000事業所

地域密着型サービス事業所票 :約 14,900事業所

居宅サービス事業所 (医療関係)票 :約11,800事業所

工 調査時期

調査の期日:毎年10月 1日

調査票の提出期限 :毎年10月 20日

なお、平成20年までは、地方公共団体経由のため、介護保険施設及び居宅サービス

事業所等の一部に対する調査票の提出期限は毎年H月 15日 としていた。

オ 調査事項

介護保険施設、居宅サービス事業所等の種類により、以下の調査票を用いる。

(ア)介護保険施設

(イ )居宅サービス事業所
(ウ )居宅介護支援事業所     .
(工)介護予防居宅サービス事業所
(わ介護予防支援事業所
力)地域密着型サービス事業所
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(ア )介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設票

法人名・施設名、施設の所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、開設主体

及び経営主体、介護報酬上の届出、■ニットの状況、定員及び居室の状況、居

住費の状況、施設サービスの状況、食費の状況、併設の状況、職種別従事者数

(常勤 。非常勤)等

(イ )介護老人保健施設票

法人名 。施設名、施設の所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、開設主体、

介護報酬上の届出及び施設の区分、ユニットの状況、定員及び療養室の状況、

居住費の状況、施設サービスの状況、食費の状況、併設の状況、職種別従事者

数 (常勤・非常勤)等

(ウ )介護療養型医療施設票

法人名・施設名、施設の所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、開設主体、

介護報酬上の届出、ユニットの状況、病床数、病室の状況、居住費の状況、施

設サービスの状況、食費の状況、併設の状況、職種別従事者数 (常勤・非常勤)

等

(工)訪問看護ステーション票
・

法人名・ステーション名・ステーションの所在地、郵便番号、電話番号、活

動状況、サービスの種類、開設主体、加算等の届出の状況、出張所等 (サテラ

イ ト事業所)の状況、9月 中のサービスの提供状況、9月 中の職種別訪間回数、

職種別従事者数 (常勤・非常勤)等

(オ)居宅サービス事業所 (福祉関係)票
｀

法人名 。事業所名・事業所の所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、サー

ビスの種類、経営主体、サービスの提供状況、食費の状況、職種別従事者数 (常

勤・非常勤)等

(力 )地域密着型サービス事業所票

法人名 。事業所名 。事業所の所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、サー

ビスの種類、経営主体、サービスの提供状況、食費の状況、職種別従事者数 (常

勤・非常勤)等

(キ )居宅サービス事業所 (医療関係)票

法人名・施設名・施設の所在地、郵便番号、電話番号、活動状況、施設の種

類・サービスの状況、開設主体、介護予防短期入所療養介護・短期入所療養介

護の状況、介護予防通所リハビリテーション・通所リハビリテーションの状況、

職種別従事者数 (常勤 。非常勤)等

(ク )介護保険施設利用者個票 (平成 22年実施予定 :調査事項については、平成19年

調査時点である)

性別、出生年月日、要介護度、主傷病名、認知症高齢者の日常生活自立度、



障害高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度)、 利用料、医療処置等の状況等

(ケ)介護保険施設利用者一覧票 (平成 22年実施予定 ;調査事項については、平成19

年調査時点である)

性別、出生年月日、要介護度

(コ )訪問看護ステーション利用者個票 (平成22年実施予定 ;調査事項については、平

成19年調査時のものである)

性別、出生年月日、要介護度、主傷病名、認知症高齢者の日常生活自立度、

障害高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度)、 訪間先の状況、同居家族の状況、

利用料、訪問看護等の状況等

(サ)訪間看護ステーション利用者一覧票 (平成 22年実施予定 ;調査事項については、

平成19年調査時のものである)

性別、出生年月日、要介護度                     .

(2)社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査に係る請負業務の内容

社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査に係る請負業務は、調査対

象名簿の作成 (平成21年度は除く。)、 調査関係用品の印刷、調査票等の送付、調査

票の回収・受付、督促、照会対応、個票審査、データ入力とする。

ア 業務期間

平成21年 8月 (契約締結後)か ら平成24年 3月 31日 までとする。

なお、平成21年度、平成22年度、平成23年度それぞれの業務期間は以下のとおり。

・ 平成21年度は平成21年 8月 (契約締結後)か ら平成22年 3月 31日 まで

。 平成22年度は平成22年 6月 から平成23年 3月 31日 まで

。 平成23年度は平成23年 6月 から平成24年 3月 31日 まで

イ 厚生労働省からの貸与及び提供物件

①～③については、契約後に提供し、④～①については、入札説明会時に提供す

る。

① 平成21年施設・事業所名簿用原データ (電子媒体)

② 調査関係用品の印刷原稿 (別紙 2「 調査関係用品一覧」参照。なお、見本につ

いては、入札説明会時に提供する。)

③ 厚生労働省大臣官房統計情報部長の公印の印影 (「調査についてのお願い」に

押印する。)

④ 調査対象施設 。事業所名簿作成仕様書

⑤ 調査関係用品印刷仕様書

⑥ 調査票等組み付け 。発送仕様書



⑦ 受付 。審査仕様書
.

③ 入カデータ仕様書

⑨ 照会対応等業務要領及び照会対応事例集

⑩ 統計調査の民間委託に係るガイドライン

① 過去の調査の手引き

ウ 業務内容及び件数

この実施要項に基づいて業務を請け負い実施する事業者 (以 下「民間事業者」という。)

が実施する業務 (以下「本業務」という。)は以下のとおりである。

なお、対象客体、業務内容と件数の関係は、別紙 1の とおりである。

①実査準備  調査対象施設 。事業所名簿の作成等 (調査対象施設 。事業所名簿の ´

作成、調査票等印字用プレプリントデータの作成)、 調査関係用品の

印刷 (プ レプリントを含む)

ただし、平成 21年度は調査対象施設・事業所名簿の作成を除く。

②実査    調査票及び調査関係用品の送付 (再送付を含む)、 調査票の回収、

督促、照会対応

なお、調査票の回収にあたり、オンラインを利用することを提案し

てもかまわない。ただし、提案を行う場合には、民間事業者は、5(2)・
     .

イの企画書においてその具体的な内容を盛り込むこと。

③審査    受付、内容チェック、回収調査票による調査対象施設・事業所名簿  1
の更新

④データ入力

上記に示す①～④の行程の業務内容は、以下のとおりである。

(ア)調査対象施設・事業所名簿の作成等 (6月 ～ 7月 下旬)

調査対象施設・事業所名簿作成仕様書 (入札説明会時に提示する。)に基づき、

社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査について①～③を行う。

なお、当該作業の各工程で厚生労働省の検証を受けなければならない。

① 厚生労働省から提供する最新の施設。事業所名簿を基に施設。事業所の名称、

所在地を標準化し、名寄せデータに加工するためのコー ド付け等を行う。

② 法人名 。所在地により名寄せ (※)を行い、本業務に必要な調査対象施設・事

業所名簿 (別紙 3)を作成する。また、社会福祉施設等調査と介護サービス

施設 。事業所調査の両調査が対象の施設・事業所の名寄せを行い、同一封筒

にて送付可能な組み合わせ数を確定する。



③ 併せて、調査票等印字用プレプリントデータ (別紙 4)の作成を行う。

注 (※):名寄せとは、異なるサービスの種別について法人名・所在地が同じ

ものに同一の番号を付与し、 1つにすることである。

(イ )調査関係用品の印刷(6月 ～9月 上旬、ただし、平成21年度は8月 ～ 9月 下旬)

調査関係用品印昴り仕様書に基づき、社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事

業所調査について関係書類の印昴1を行う。調査票関係用品は、厚生労働省が貸与

した印刷原稿を基に版下を作成 し、厚生労働省の承認を受けた上で印刷を行う。

名簿作成時に同時に作成したプレプリントデータを調査票等に印字する。印字の

際のポイントや位置についても厚生労働省の承認を得ること。なお、印刷部数は
'

見込み数であり、名寄せ作業の完成度により増加する場合がある。また、未着等

による再送付にかかる分も見込んで印刷すること。

(ウ)調査票受付簿の作成 (7月 下旬～9月 下旬、ただし、平成21年度は8月 下旬～

10月 下旬)

調査票受付簿とは、調査票の回収状況を管理するために、調査票受付日や受

付者など受付内容を記載する帳票をいう。調査対象施設・事業所名簿を基に、

調査票受付簿 仰l紙 5)を作成する。

(工 )調査票及び調査関係用品の封入 。発送 (9月 中旬～ 9月 下旬)

調査票等組み付け 。発送仕様書に基づき、作成した発送用封筒に調査票及び調

査関係用品を封入 偶り紙 6「発送用封筒に封入する調査票及び調査関係用品一覧」

参照)・ 封絨後、調査対象施設・事業所名簿従勁口名簿分も含む。)に基づき、送

付する。送付については、ヽ確実に被調査者の手元に到着することが保証される場

合には、信書便以外の方法も可とする。

なお、平成21年度は遅くとも10月 上旬頃までに発送を完了させること。

また、調査票の提出期限は平成21年に限り、H月 10日 とする。

(オ)調査対象事業所からの照会対応 (9月 下旬～H月 下旬、ただし、平成21年度は

10月 上旬～11月 下旬)

① 調査対象事業所からの問い合わせ、苦情に対し、厚生労働省が貸与する照

会対応等業務要領及び照会対応事例集に則 して対応 (回答)する。

なお、照会対応事例集以外の問い合わせや苦情があつた場合は、その都度、

厚生労働省に確認し、対応方法等について対応する者全員に周知すること。

② 照会対応の受付時間は、平日の10時から18時までを含むこととする。

③ 問い合わせや苦情について、混雑時においては、電話の増設 。人員再配置等

を迅速に行うなど、応答率の向上に努めること。なお、照会対応件数のピーク

は調査票提出期限前後であるので留意すること。その対応状況は、厚生労働省

に事前に報告すること。

④ 調査に対する問い合わせ、苦情等の電話には誠意を持つて応 じること。
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⑤ 調査対象事業所から再送付の依頼があつた場合は、その事業所のプレプリ

ントデータを転記した調査票と調査関係用品―式を送付する。

⑥ 調査対象事業所からの問い合わせ・苦情の状況を、週 1回、厚生労働省に

電子メール等で報告すること。 (別紙 7)

なお、厚生労働省から求められた場合にも同様に報告することとする。

(力 )調査票の受付提出状況の確認 (10月 上旬～ 12月 末、ただし、平成21年度は10月 下

旬～12月 末)

① 調査票等の不達状況の管理とともに、調査票の提出状況について、受付 `

審査仕様書に基づき調査票受付簿を基に逐次管理する。調査票受付簿につい

ては、週 1回、厚生労働省に電子メール等で報告すること。また、厚生労働

省から求められた場合にも同様に報告することとする。

② 宛先不明等で返送された調査票については、その旨、調査対象施設・事業

所名簿及び調査票受付簿に記録し、住所等の間違いで返送された調査票につ

いては、正 しい住所で再度送付すること。

(キ)内容チェック及び調査票の整理・保管 (10月 中旬～12月 末、ただし、平成21年

度はH月 上旬～12月 末)

① 提出された調査票について、予め届け出た場所において受付 。審査仕様書

_ に基づいて、事業所名、住所情報、活動状況、事業所の状況 (事業の種類、

.:  定員、従事者、在所者)等の基本的な調査事項について確認を行い、記入が

、  ない場合は、電話等で照会する。

l ② 調査対象事業所に対する照会の状況を、週 1回、厚生労働省に電子メール

等で報告すること。 (別紙 8)

③ 提出された調査票の事業所名、所在地、郵便番号、電話番号について修正

等があつた場合は、提出された調査票の記入を基に調査対象施設 。事業所名

簿を更新する。また、事業の追カロ及び廃止等があつた場合は、その旨、調査

対象施設・事業所名簿に記載する。

④ 内容チェシクが終了した調査票は、調査票等の種類ごとに整理 し、紙テープ

等でまとめ散乱しない状態で保管する。

(ク )督促業務 (10月 中旬～12月 末、ただし、平成21年度は11月 上旬～12月 末)

督促はがきや電話等によつて督促を行い、回収数を増やすこと。

① 督促業務の計画を立て、事前に厚生労働省に提示する。   ・

② 督促業務を行つた際は、調査票受付簿に記録する。また、督促の状況を、

週 1回、厚生労働省に電子メール等で報告すること。 (別紙 9)

③ 督促はがきにより督促を行う場合は、はがきの内容について厚生労働省の

了解を得ること。

(ケ)調査票のデータ入力 (パンチ)(1月 上旬～ 1月 末)

■
■



提出された全ての調査票について、入カデータ仕様書に基づきデータ入力を

行い、ベリファイを実施した入力済みデータを厚生労働省に納入する。

工 情報セキュリティ管理

(ア)本 業務の実施において、情報漏洩防止をはじめとする情報セキュリティを確保

するための体制を整備し、責任者を置くとともに、厚生労働省が貸与する「統計

調査の民間委託に係るガイ ドライン」を参考にセキュリティマニュアルを作成し、

的確な調査情報の運用管理を行うこと。なお、セキュリティマニュアルは、契約

締結後速やかに厚生労働省に提出すること。

セキュリティマニュアルには、以下の①～⑤を含むものとする。

① 調査票及び調査対象施設・事業所名簿は、破損及び紛失等を防止するため

施錠可能な場所に保管し、保管責任者を明確にする。

② 第二者に対し、調査関係書類の複写、貸与及び提供をしてはならない。

③ 作業過程で作成し、作業終了後に不要となったlllk票、媒体類は粉砕、溶解、

データ消去等適切な処置を行い、廃棄する。

④ 使用する電子機器の情報漏洩防止策を明記する。

⑤ 調査における守秘義務等に関する業務従事者への研修概要を明記する。

(イ )情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、速やかに厚生労働省に報
F

告し、今後の対応方針について協議を行うこと。

(ウ)特に、当年調査票、調査対象施設 。事業所名簿、入力済みデータ (パンチデータ)

の取扱いについては、細心の注意を払うこと。

オ 納品物件

以下の物件を実施年度ごとの該当時期に厚生労働省に納品する。提出は原則、紙媒

体と電子媒体により行う。

(ア)調査対象施設・事業所名簿 (調査対象名簿作成仕様書等の指示により作成したも

の)(7月 下旬、ただし、平成21年度は除く。)

(イ )調査票等印字用プレプリントデータ (電子媒体)(7月 下旬、ただし、平成21年

度は除く。)

(ウ )調査対象施設・事業所名簿 (提出された調査票に基づき更新したもの)(1月 下
°                 、              旬)

'   (工 )調査票の受付状況を取りまとめた総括表 (12月 末)

(オ)問い合わせ 。苦情べの対応状況を取りまとめた総括表 (12月 末)

(力 )調査対象施設 。事業所への照会状況を取りまとめた総括表 (12月 末)

(キ ).調査対象施設 。事業所への督促状況を取りまとめた総括表 (12月 末)

(ク )回収調査票 (紙または電子データ :ス キャンデータを作成した場合にはその電子



ファイルでも可。ただし、厚生労働省が廃来の指示をするまでは、紙

の調査票を厳重に保管すること。)(1月 下旬)

(ケ)入カデータリスト (調査票の種類別に100件程度)(1月 上旬)

(コ )入力済みデータ (電子媒体)(1月 下旬)

(サ)ベリファイの実施が確認できる書類 (1月 下旬)

(シ)事業報告書 (業務期間終了時 (各調査年の翌年3月 31日 まで))

.力 その他

勤務体制表については、当月の予定及び前月の実績を、当月初めに厚生労働省に電

子メール等で提出する。 (別紙 10)           .

(3)業務受託に関する留意事項

ア 民間事業者は、本業務を実施するために、「社会福祉施設等調査、介護サービス施

設 。事業所調査事務局」等という名称を用いて、督促、照会対応等を実施する。なお、

この名称及び厚生労働省の請負事業である旨は、調査関係用品に明記する。

また、民間事業者は、調査対象事業所からの調査票の返送先を確保するとともに、

契約締結後速やかに、調査票の返送先及び送付先の住所を厚生労働省に報告すること。

イ 民間事業者は、調査対象名簿作成仕様書、受付・審査仕様書、入カデータ仕様書等

(以下、「仕様書等」という。)に基づいて業務を行うことを原則とするが、その創意

工夫を発揮する観点から、仕様書等によらない形の提案を行うことを可能とする。

なお、提案を行う場合には、民間事業者は、5(2)イ の企画書においてその具体

的な内容を盛り込むこと。

ウ 民間事業者は、本業務を適切に実施するために、厚生労働省との連絡・調整を行

う担当者をおく。平日の業務時間 (10:00～ 18100)内 は、担当者は速や

かに厚生労働省と連絡 。調整が取れる状態を保つこととする。

工 民間事業者は、作業の方針及び計画について明確にするとともに、上記 (2)ウ (ア )

～ (ケ )に掲げる業務の各工程ごとに作業責任者をおき、氏名、所属、連絡先を併せ

て厚生労働省に報告する。

オ 民間事業者は、上記 (2)ウ (ア )で作成した、調査対象施設・事業所名簿を基に、

照会対応、受付、督促等の状況をExcel等 によリー体的に管理すること。

力 民間事業者は、上記 (2)ウ (ア)～ (ケ)に掲げる業務を行う予定の者に対し、
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統計調査における基本的事項や守秘義務及び社会福祉施設等調査、介護サービス施

設・事業所調査の内容について、十分理解できるような研修を事前に行う。研修計画

及び内容については、事前に厚生労働省の了解を得るとともに、研修実施後に、厚生

労働省に実施状況を報告すること。

キ 民間事業者はt調査関係書類を厳重に管理する環境、パソコン、電話・ FAX等の

必要な設備及び本業務を適切に遂行するに十分な場所を用意すること。

ク 事故や問題が発生した場合は、速やかに厚生労働省に報告し、厚生労働省の指示に

従うこと。  .

(4)業務に当たり確保されるべき質

社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査を実施するにあたつては、調

査客体に対する適切な対応、回収率の維持、また回収した調査票の適切な審査、正

確かつ迅速なデータ入力が求められる。調査結果の質を確保するため、下記の対応

を行うこととする。

ア 本業務の実施に当たり、2(2)ウ の①～④で示す各工程ごとに民間事業者が策定

し、予め厚生労働省と調整した作業方針、スケジュールに沿つて確実に業務を実施す

ること。

イ  2(2)ウ (ア )の 「調査対象名簿の作成等」においては、調査客体を確定するこ

とが調査の根幹をなすものであるため、厚生労働省が貸与する調査対象名簿作成仕様

書に基づき、正確かつ確実に行うこと。また、その成果物は、作成過程の方法等も含

め、厚生労働省の検証を受けること。検証の結果、不備があった場合は、再度作業を

行い、修正し、厚生労働省に提出する。

ウ 照会対応業務においては、調査票の記入等に関する電話等による照会があつた場合

に、厚生労働省が貸与する照会対応等業務要領及び照会対応事例集に沿つて対応する

こと。

工 社会福祉施設等調査及び介護サービス施設 。事業所調査の各調査票における回収率

に関して目標とする水準は100%と し、一連の業務 (督促業務等)を通じ、以下の回

収率を上回らなければならない。ここでいう回収率とは、提出された調査票数 (白紙

を除く。)を調査客体数で除した値を言う。
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・社会福祉施設等調査及び介護サービス施設 。事業所調査

調査票の種類別              80%
ただし、障害福祉サービス等事業所票、居宅サービス事業所 (福祉関係)票、

については平成20年度の実績値。

障害福祉サービス等事業所票    76.0%
居宅サービス事業所 (福祉関係)票  74.8%

(5)契約金額の支払について

契約金の支払いについては、落札者が決定した後、各年度ごとの業務量を踏まえ落

札者と厚生労働省が協議を行い、各年度ごとの契約金の支払額を決定する。

なお、支払いに当たり民間事業者は、各年度ごとに2(2)ウ (ア)～ (ケ)に示

す一連の業務完了後、厚生労働省に対し、8(1)ア に示す事業報告書や業務の完了を

確認できる書類等を提出する。

厚生労働省は提出された書類等に基づき、適正な実施がなされたことを確認した後、

各年度ごとに決定した金額を支払う。

3 社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査の契約期間

契約期間は、平成21年 8月 (契約締結後)か ら平成24年 3月 31日 までとする。

4 民間競争入札に参加する者に必要な資格

(1)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成18年法律第51号。以下「法」

という。)第 15条 により準用する法第10条各号 (第H号を除く。)に該当する者でない

こと。

(2)予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号。以下「予決令Jと いう。)第 70条の規

定に該当しない者であること。 (なお、未成年者又は被補助人であつて、契約締結のた

めに必要な同意を得ている者は、同条中t特別lな理由がある場合に該当する。)     _

(3)予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(4)厚生労働省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領に基づく指

名停止を受けている期間中の者でないこと。

(5)厚生労働省競争参加資格 (全省庁統一資格)の 「役務の提供等」の調査・研究におい

て「A」 ～「C」 の等級に格付けされている者であること。
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(6)本実施要項に記載する事項のとおり業務を実施 。完了することができることを証明し

た者であること。なお、この場合の証明とは、落札者として決定された民間事業者との

間で締結される法第20条第 1項の契約 (以下「本契約」という。)を締結することとな

つた場合、確実に完了期限までに実施・完了ができるとの意思表示を書面により証明す

ることをいう。

5 民間競争入札に参加する者の募集

(1)民間競争入札に係るスケジュール (予定)

ア 入札公告 平成21年 7月 上旬頃

イ 入札説明会 平成21年 7月 中旬頃

ウ 入札説明会終了後の質問期限 平成21年 7月 中旬頃 ・

工 入札書類提出期限 平成21年 7月 下旬頃

オ 入札書類の評価 平成21年 7月 下旬頃

力 開札 平成21年 8月 頃

キ 契約の締結 平成21年 8月 頃

ク 業務の引継ぎ 平成21年 8月 頃から

(2)入札実施手続

ア 提出書類

民間競争入本Lに参加する者 (以下「入札参加者」という。)は、入札金額を記載し

た書類及び業務実施の具体的な方法、その質の確保の方法等に関する書類 (以下「企

画書」という。)、 並びに別紙 11「評価項目一覧」の「企画書の頁」欄に対応する

企画書の頁を記載した書類を提出することとする。

なお、上記の入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の105分 の100に相当する

金額を記載することとする。また、法第10条各号に規定する欠格事由の審査に必要な

書類を添付することとする。

イ 企画書の内容

入札参加者が提出する企画書には、 6で示す総合評価を受けるため、次の事項を記

載することとする。

(ア)事業実施計画

(イ)実施体制・役割分担

(ウ)事業実績・資格

ω 設備 。環境

(オ)研修



(力)セ キュリティ対策

(キ)調査対象名簿の作成

(夕)調査関係用品の印品ll e発送

(ケ)調査票の回収

(コ)受付

(サ)審査

(う 問い合わせ 。苦情対応

(ス)督促

(セ)データ入力

6 落札者を決定するための評価の基準及び落札者の決定方法

落札者の決定は、総合評価落札方式によるものとする。        ・

なお、評価は厚生労働省及び外部有識者 (以下「評価者」という。)に よる審査を行 う。

(1)落札者決定にあたっての質の評価項目の設定 (別紙 11「評価項目一覧」参照)

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の目的 。趣旨

に沿い、かつ実行可能なものであるか、また、効果的なものであるかについて行う。

ア 必須項目審査

厚生労働省は、入札参加者が企画書に記載した内容を、次の表の 1～ 3の必須項目

(最低限の要求項目)について満たしていることを確認する。すべて満たす場合は61

点を基礎点として付与し、 1つでも満たさない場合は失格とする。
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。本業務を遂行可能な人数が確保されているか。また、人員の補助体鶴が確立しているか。

る業務がある場合、再委託の業務内容及び業者、委託元との業務分担と再姜離の
示されているか。

る場所、設備環境(パソコン、電話・FAX等 )について十分な体制が用意されて

・教育て研修)のプログラム内容に、調査の概要や調査票の内容、社会福tll度や介雄保険制
、統計調査における基本的事項、守秘事務が含まれているか。

・研修が実務に生かされるよう、自ら監視する体制があるか。

・プライパシーマークを取得しているか。もしくは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)
の認証を受けているか。

・調査票の管理=搬送方法が適切であるか。

哄 聰

「

刷 、需 桑 口 曇 印 不` ●了しヽい つ ″ o`

・デ‐ の作成作業の各行程で審査を通るためのデータのチエック方法が示されてしヽるか。

・調査関係用品の印刷・発送の際、手順等実施方法が具体的に示されているか。

・回収業務の手lE事実施方法(原則.他の項目と重ならないこと)が具体的に示されているか。

・受付業務の手順●
~実

施方法が具体的に示されているか。

・データ入力における十分な体制(人数・入力機器の台数)が用意されているか。
・ベリファイできる機能はあるか。

イ カロ点項目審査

評価者は、「ア 必須項目審査」で合格となつた入札参加者に対し、次の表の 1～

3の加点項目について審査を行う。効果的な実施が期待されるかという観点から、入

札参カロ者の企画提案を評価することにより加点する。加点項目ごとに入札参加者の企

画書の内容を比較し、下記の審査基準により各項目について 0点から3点を付与する。

各項目に付与された得点に、その項目の重要度に応じて設定された加重を乗じた値の

合計点を加点とする。

く 審査基準 >
評価  評価内容

A   非常に優れている

B   優れている

C   標準的 。普通

D   記載なし、又は期待できない

得
`点

3

2

1

0
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ただし、「2.2事業実績・資格」及び「2.5セキュリティ対策」のうち「資格」につ

いては以下による。

IS09001の 認証を受けている力Ъ

受けている 4点 受けていない 0点
プライバシーマークの取得と情報セキュリティマネジメン トシステム (ISMS)
の認証の両方を受けているか。

受けている 3点 受けていない 0点
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.口鴨印員目 蔽 碁大
項
目

中
項
目

小
項
目

輌項目

1
「

累 興お31ロ

1. l**xm*rn lnr.ong,u 業務手 1日について、効率的に調査を実施するための工夫が示されているか。

二本的な組織体珈
。人員の配量に柔軟に対応する工夫が組織的に構築されているか経験。能力に見合った配置、
作業員に見合った増員).

2 熙菫体網・役割
)担 魔針鵬詈の知離と

・続計調査に精轟した責任者であるか。

・圏査対象施設・事実所について広く情報収集する籠力を有しているか。

・厚生IIl省からの要望等に迅速・柔軟に対応(るか。 重

1

亭集実績・資格
燿務実績

・流計調査業務の受託実績《審体数と回収率及び調壼方法の記載は必須)があるか。

・調査票約20万件を保管及び処理した実薇はあるか。

饉格 ・IS09001の 認証を受けているか .

L本的な設備環境
ヒ情報通信機器の
L饉菫境

本裁務が他業務影響(情 報漏洩、現地調査の拒否等)を受けない工夫がみられるか。
業務場所の独立性が確保されているか。

旨理能力
・言語の回数(督促、疑義扁会)、 平均応答時間の測定等の機能を有するか。また、それらを青
理し、報告ができるか。

観儘のプログラ

・研修を担当する者の経験が明示され、研修内害が可視化できるか。研修後のフオロ=アップ内
督に工夫があるか。

24 研修 ム、研修計画 ・担当者の研修習熟度を測り、適材適所に人材を配置する工夫があるか。
・自ら監視した結果、担当者の変更に伴う適宣の研修の方策を率備しているか。
・自ら監視する方法として、客観的で定量的にtt測できる機能の装置等を有しているか。

昴修の内容 ・続計]査 (調査事項)の特徴や特性が理爆される工夫があるか。

墜本的なセキュリ
ティ

情IE漏洩のリスクに対する体制帳 ・通幡。相談・行動等の業務フローが組織化されてい0に
E夫があるか。

25 セキュリテイ対昴 饉格
プライバシーマークの取得と情報セキュリテイマネジメントシステム〈:sMs)の 認証の両方を受
ナているか。

万全なセキュリ贅
・効果的かつ実現可能な対策が具体的に示されているか。

,事故が起きた場合の対応及び処理方法について適切であるか。

目別 : 摯務の実施方法

H壼対象名簿の
作成

E磁性の確保 ・IELを 高めるための独自の作員・審査方法が提案されているか。

田答 晰 催 用 品 0
講覇・男送 ・宛先不明等の施設・事業所について、速やかに再送付するための効果的な工夫がみられるか

(バーコードの活用 等).

3』 口査票の回収 ]収義務の質
'回収食務を効率的に行うために効果的な工夫がみられるか (インターネットによる調査票の回

収 等).

。受付業務を効率的に行うために効果的な工夫がみられるか。 加■1

加重2`受付情報が督促業務に迅速に反映される体制が里つているか。

暉査
鬱査業務の質

・厚生労働省が賞与するr受付・審螢仕株書Jによる審査の他、独自の工夫によリデ‐ の正確
性を高めるための効果的な工夫がみられるか。

照会対応の質 ・書贅業務において、疑義国会の方法に効果的な工夫がみられるか。 加重 2

・問い合わせ・苦情対応マニュアルを作威しているか。また、工夫がみられるか. 1

問い合わせ・苦
嗜対応

皆情対応の工夫 ・m凛かつ適切な対応を行うための工大がみられるか。
・筆話本数・要員の配置、運営方法が明示され.綸員等の対応が迅速〈何日以内か。研修の方
針も明記すること,)に行うための工夫がみられるか。

37 督促 番促の理言と質 ・効果的かつ効率的に回収を

'た
めの工夫がみられるか。

7~‐入力 万全な体制 ・正確性を確保するための工夫が見られるか。

(2)落札方式及び得点配分

ア 落札方式

次の要件を共に満たしている者のうち、次の「イ 総合評価点の計算」によつて得

られた総合評価点め最も高い者を落札者とする。
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(ア)入札価格が予定価格の範囲であること。

(イ )別紙 11「評価項目一覧Jに記載される要件のうち、必須項目をすべて満た

していること。傷J紙 11「評価項目一覧」の必須項目における「企画書の頁J

が空欄の場合は、当該必須項目が記載されていないものとみなす。)

イ 総合評価点の計算

合評価点=技術点(基礎点十加点)+価格

技術点は、必須項目審査で得られた基礎点と加点項目審査で得られた加点の合計点

である各評価者の得点の算術平均とする。 (200`点満点)

価格点‐100X(1-入 札価格■予定価格)

(3)落札者の決定に係る留意事項

ア 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した

履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適当であると認められるときは、

予定価格の制限の範囲内の価格をもつて入札した他の者のうち、「 (2)落札方式及

び得点配分」の「イ 総合評価点」の計算にようて得られた数値の最も高い一者を落

札者、として決定することがある。

イ 落札者となるべき者が二者以上あるときは、くじによつて落札者を決定する。また、

当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係の

ない厚生労働省の職員にくじを引かせ、落札者を決定する。

ウ 落札者が決定したときは、厚生労40J省は遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札

金額、落札者の総合評価点等について公表する。

(4)初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱い

初回の入札で落オL者が決定しなかったときは、直ちに再度の入札を行う。

なお、入札参加意思表明期限までに 1者も入札参加の意思表明を行 う者がない場合、

入札参加資格を満たす者がない場合、必須項目を全て満たす入札参加者がない場合ま

たは再入札を行つても落札者が決定しない場合は、厚生労働省が自ら当該業務を実施

することと等とし、その理由を公表するとともに官民競争入札等監理委員会に報告す

る。

０
４



フ 社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査における従来の実施状況に関す

る情報の開示

社会福祉施設等調査、介護サービス施設 ,事業所調査における従来の実施状況に関す

る情報の開示については、別紙 12のとおりとする。

(1)従来の実施に要した経費

(2)従来の実施に要 した人員

(3)従来の実施に要した施設及び設備

(4)従来の実施における目的の達成の程度

(5)従来の実施方法

8 契約により民間事業者が講ずべき措置等

(1)報告について

ア 民間事業者は、次の (ア)か ら(力 )について、厚生労働省に報告するとともに、必要に

応 じて厚生労働省から求められた場合にも同様に報告することとする。

(ア)調査票受付簿 (週 1回 )

(イ)事業所からの問い合わせ 。苦情対応票 (週 1回 )

.(ウ)事業所への照会票 (週 1回 )

(工)事業所への督促状況票 (週 1回 )

(わ 勤務体制表 (毎月初め)

・毎月の業務担当者の配置実績及び勤務体制表 (予定)

。調査票等を扱うことが出来る人員の管理体制、保管責任者、管理責任者等の体制

及び保管・管理状況を報告
.

・勤務体制については、各工程に作業責任者をおき、氏名、所属、連絡先を報告

・督促、内容チェック及び苦情対応業務等の業務担当者の氏名、所属を報告

(力)事業報告書 (平成21年調査における結果 平成22年3月 31日 までに提出)

(平成22年調査における結果 平成23年3月 31日 までに提出)

、       (平 成23年調査における結果 平成24年3月 31日 までに提出)

イ 厚生労働省は、民間事業者から受けた報告、上記 (1)アについて取りまとめの上、

各調査実施年の翌年6月 末までに公表するとともに、官民競争入札等監理委員会に報

告するものとする。

(2)調査について

厚生労働省は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために、上記

(1)の報告や次のアからウによるモニタリングの結果等により必要があると認めると

きは、民間事業者に対し、業務の実施状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の



事務所に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関

係者に質問することができるものとする。

立入検査をする厚生労働省の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26条第

1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者に提示するものとする。

ア 民間事業者への電話 (適宜)

厚生労働省から民間事業者へ電話し、業務担当者に様々な質問を投げかけること

により、適切な照会対応をしているかどうかを詳細に調べる。

イ 調査客体への電話等 (適宜)

厚生労働省から調査客体へ直接電話等をすることにより、督促等において調査票

の記入を軽視するような発言・表現がなかったかどうか等を調べる。

ウ 従来の実施状況との比較 (少なくとも毎月1回以上)

回収率について、すべての種類の調査票を社会福祉施設等調査、介護サービス施

設 。事業所調査別に平成 19年の国直轄調査 (郵送調査)の実績値と比較すること

で進捗状況を確認する。

(3)指示について

厚生労働省は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために、上記

(2)の調査結果等により必要があると認めるときは、民間事業者に対し、改善策の作

成・提出を求めるなどの必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。

なお、民間事業者は、改善策の作成に当たり、厚生労働省に対して助言、協力を求め

ることができる。

(4)秘密の保持

民間事業者は、本業務に関して厚生労働省が開示した情報等 (公知の事実等を除く。)

及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そ

のための必要な措置を講ずること。民間事業者 (そ の者が法人である場合にあつては、

その役員)若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業

務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又

は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。

なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第二者に開示してはならない。

(5)契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

ア 業務の開始及び中止



(ア)民間事業者は、2(2)ア に定める業務期間の開始日より、確実に本業務を開始し

なければならない。なお、必要に応じて、民間事業者 (再委託先を含む。)に立ち入

り、業務の実施状況等を把握する必要から請負業務の場所は日本国内において実施

すること.

(イ)民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あら

かじめ、厚生労働省の承認を受けなければならない。

イ 公正な取扱い

(ア)民間事業者は、本業務の実施に当たつて、調査客体を具体的な理由なく区別しては

ならない。

(イ)民間事業者は、調査客体の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の有無によ

り区別してはならない。

ウ 金品等の授受の禁止

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしては

ならない。

工 宣伝行為の禁止

(ア)民間事業者及び本業務に従事する者は、「厚生労働省社会統計課」や「社会福祉施

設等調査、介護サービス施設・事業所調査」の名称やその一部を用い、本業務以外

の自ら行 う業務の宣伝に利用すること (一般的な会社案内資料において列挙される

事業内容や受注業務の 1つ として事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び当

該自ら行う業務が社会福祉施設等調査、介護サービス施設 '事業所調査の一部であ

るかのように誤認させる恐れのある行為をしてはならない。

(イ)民間事業者は、本業務の実施に当たつて、自らが行 う事業の宣伝を行つてはならな

い 。

オ 事業の同時実施の禁止

民間事業者は、本業務において調査客体と接触する際に、同時に他の事業を行っ

てはならない。

力 記録 。帳簿書類

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、翌年

度より5年間保管しなければならない。また、保管期間終了後は破砕等を行い判別

不可能な状態で速やかに廃棄し、厚生労働省にその旨を報告しなければならない。
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権利の譲渡の禁止

民間事業者は、原則 として、本契約に基づいて生 じた紳 |の全部又は一部を第二

者に譲渡 してはならない。

ク 実施状況の公表

民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、れらかじめ、厚生労

働省の承認を受けなければならない。

ケ 再委託            .
(ア)民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならな

い 。

(イ)民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、

原則としてあらかじめ企画書において、再委託に関する事項 (再委託先の住所 。

名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、

再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法)について記載し

なければならない。

(ウ)民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再

委託に関する事項を明らかにした上で厚生労働省の承認を受けなければならない。

(工)'民間事業者は、上記 (イ)又は (ウ)に より再委託を行う場合には、民間事業者が厚生

1労働省に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し、「(4)

・秘密の保持」及び「(5)契約に基づき民間事業者が講ずべき措置」に規定する事

項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から必要な

報告を徴収することとする。

(オ)上記 (イ)から(工)に基づき、民間事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合

は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰

すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者

が責任を負うものとする。

請負内容の変更

民間事業者及び厚生労働省は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを

得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由

を提出し、それぞれの相手方の承認を受けなければならない。

契約の解除等

厚生労働省は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。



(ア)法第22条第 1項第 1号イからチ又は同項第 2号に該当するとき

(イ)暴力団員を業務の統括する者又は従業員としていることが明らかになつたとき

(ウ)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明ら

かになったとき

なお、本規定により厚生労働省が契約を解除したとき、民間事業者は、違約金と

して契約金額の100分の10に相当する金額を厚生労働省に納付しなければならない。

シ 契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と厚生労働

省とが協議するものとする。

9 契約により民間事業者が負うべき責任

(1)木契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本契約の履行に従事す

る者が、故意又は過失により第二者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠

償等については、次に定めるところによるものとする。

ア 厚生労働省が国家賠償法 (昭和22年法律第125号)第 1条第 1項等に基づき当該第三

者に対する賠償を行ったときは、厚生労働省は民間事業者に対し、当該第二者に支払

った損害賠償額 (当該損害の発生について厚生労働省の責めに帰すべき理由が存する

場合は、厚生労働省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)につい

て求償することができる。

イ 民間事業者が民法 (明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第二者に対する賠

償を行つた場合であつて、当該損害の発生について厚生労働省の責めに帰すべき理由

・ が存するときは、当該民間事業者は厚生労働省に対し、当該第二者に支払つた損害賠

償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することがで

きる。

(2)民間事業者が本契約に違反したことによつて、又は民間事業者 (その者が法人である

場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の本契約の履行に従事する者が故

意若しくは過失によって厚生労働省に損害を与えたときは、民間事業者は、厚生労働省

に対する当該損害の賠償の責めに任じなければならない。

(3)民間事業者は、民間事業者の責に帰すべき事由により、本契約に定める業務を履行期

限までに履行できないときは、遅延賠償金として履行期限の翌日から起算した遅延日数

に応 じ、契約金額に対し年1000分の50に相当する金額を厚生労働省の指定する期間内に



納付 しなければならない。

10 法第7条第 8項に規定する評価に関する事項

(1)実施状況に関する調査の時期

厚生労働省は、内閣総理大臣が評価を行うに当たり必要な情報を収集するため、本

業務の実施状況について、毎年度の業務期間終了時点における状況を調査するものと

する。

(2)調査の実施方法

厚生労働省は、従来の実績と民間事業者の実績を比較することができるように、民

間事業者の実施状況を調査する。回収率や照会件数を実績値と比較することで、数値

的な質の維持向上が達成されたかを定量的に評価する。

(3)調査項目

ア 調査対象名簿の作成状況 (平成21年度は除く。)

イ 回収率・照会件数

ウ 実施経費 (業務終了時点)

質の維持向上だけでなく、経費削減が達成されたか確認する。

(4)厚生労働省は必要に応じ、民間事業者 (再委託先を含む。)及び調査客体から直接意

見の聴取等を行 うことができるものとする。

(5)厚生労働省は、本業務の実施状況等を内閣総理大臣へ提出するに当たり、外部有識者

の意見を聴くものとする。

11 その他実施に関し必要な事項

(1)会計検査について

民間事業者は、会計検査院法 (昭和22年法律第73号)第23条第 1項第 7号に規定す

る者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26

条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から資料・報告等の提出を求められた

り質問を受けたりすることがある。

(2)統計法令の遵守

本業務の実施に関し、民間事業者は、統計法 (平成19年法律第53号)その他関係法

令を遵守するものとする。

特に、統計法は第41条において、調査客体の秘密は保護されなければならないと定



めており、民間事業者はそのための措置を講ずること。

(3)本業務に従事する者は、刑法 (明治40年法律第45号)その他の罰則の適用について

は、法令により公務に従事する職員とみなされる。

(4)次のア及びイのいずれかに該当する者は、法第55条の規定により三十万円以下の罰金

に処されることとなる。

ア 8(1)ア による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は8(2)に よる調査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし

た者

イ 正当な理由なく、8(3)に よる指示に違反した者

(5)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は

人の業務に関し、上記 (4)の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対して上記 (4)の刑を科されることとなる。

(6)実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告

厚生労働省は、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、

業務終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに、法第26条及び第27条に

基づく報告徴収、立入検査、指示等を行つた場合には、遅滞なく、措置の内容及び理

由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。

(7)厚生労働省の監督体制

ア 本契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その

他の適切な方法によつて行うものとする。

イ 本業務の実施状況に係る監督は、8(2)に より行うこととする。
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社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査における平成21～ 23年の施設・事業所見込み数 別紙 1

平成21～ 23年施設・事業所見込み数
__   ・業務の内容別留意事項

調査票の種類

平成21年 平成22年 平成23年 業務All留意事項

施設。事業所数 施設,事業所数 施設・事業所数 P10(イ ) P10(工 )

調査対象
名簿作成

時

名寄せ
作業後

調査対
象名簿
作成時

名寄せ
作業後

調査対
象名簿
作成時

名寄せ
作業後

調査関
係用品
の印nll

調査票及
び調査関
係用品0
封入・発送

一■
会
福
祉
施
設
一等
調
な

社
会
福
祉
施
設
等

保護施設`老人福祉施設,身体障害者社会参加支援施設等調査票 24,100 24:100 23.600 23:600 23,100 23,100
・過ヵn発透分(新

規等)を考慮し、余

部分をF「届1するこ
と。なお、不測の
場合の追加印刷
あり:

・男1途、保管分各
30部ず●を印■ll

じt日立福祉施設
等分と併せて国に
納品することし

・遇力8発送

あり

,調査対象
名簿等は
県・市に発
送

者支援施設等調査票 10,8∞ 10■00 10,300 10β00 9β∞ 9,800

児童福祉施設等調査票 13脚 13,000 121500 12:5∞ 12,000 12:000

育所調査票 261200 261200 26,200 26.200 26200 261200

障害福祉サービス等事業所票 58,800 39,200 61,7∞ 41,200 64`700 43,100

■
，

計 132,900 1‐131300 14300 113,800 135,800 1141200

介畿老人福祉施設。地域密着型介議老人福祉施設票 7メい〕0 7,400 8,200 8:200 91100 91100

と。なお、不測の|
場‐合の追加印刷■

あり。

1瞬£鶴為
し、国に納品する
こと。

1燿那 貧 痣

あり

・調査対象
名簿等|ま

県・市に発
送

介護老人保健施設票 4,100 4.100 4,500 4:500 4,900 4,900

介護療養型医療施設粟 2,600 2,600 2:300 2,300 2,100 2,100

訪問看護ステーション票 12,300 6,600 131000 71000 13,600 7:300

居宅サービス事業所 (福祉関係)票 2112,300 80,900 2251300 85:700 238,500 90:700

地域密着型サービス事業所票 291300 14,900 32,000 16,200 35,000 17,500

居宅サービス事業所(医療関係)票 391100 11,800 41,000 12,300 43,1∞ 121900

討 303,100 128,300 326.300 1361200 346,300 1445∞

利
用
者
票

介議保険施設利用者個票 1361300 =鯛
EE Crι に 施 訳

等における調査票

介継保険施設Tll用者■覧票 3,900

訪間看護ステ‐ション利用者個票 471500

訪F・3看議ステーシヨン利用者=策票 1,900
/

1 で

*障害者自立支援法の施行に伴う経過措置等も考慮して推計した。



調査関係用品一覧 月lilr2

Nl● 件  名 規格 用紙の種類 印刷方法 製本方法 頁数

1 嬌壼についてのお願い A4 再生色上質紙 中厚 白色
オフセットEp刷
方面・■色 化粧断ちのみ

睡 施政・老人福卿 ・身体
撃書を社会お加成援施設等調
疇

A4 再生色JIM中 厚 水色
オフセット印8」

河面。1色〈セピア色)
化粧断ちのみ

桑饉贅段・者人福祉鮨段・身体
申告者牲会,力度優施餃等籠
諄
1記入の手り!υ

A4 再生色上質紙 中厚 水色
オフセット印刷

両面。1色 (セピア色)
中とじ 12買

4 晴 者支援施懺等研
=票

A4 再生色上賛紙 中厚 藤色
オフセット印月J

両面・ 1色 (セピア色 )
A3二つ折り

5
陣害者実曇鮨F等調査票
(記入の手ワlき)

A4 再生色上質紙 中厚 藤色
オフセットEII昂1

両面。1色Ct″色)
中とし 12買

6 躊 祉鮨骰等蘭壺要 A4 再生色上質紙 中厚 肌色
オフt‐7卜印刷

画面。1色 (セピア色 )
化粧断ちのみ

出 社施設等麟奎要
寵入の手引き〉

A4 fr*at'r,&, +E tt€ オフセットEp刷

両面・1色〈セピア色 )
中とし 12百

8 保育所蘭空票 A4 再生色上質紙 中厚 率 モス色
オフセット印月J

両面。1色〈セビア色)
化粧断ちのみ

9
果青所調査嘉
(口入の手引き)

A4 再生●上質紙 中厚 ヨ獄 ス色
オフセット印刷

両面・1色 (セピア色)
中とし 12賣

障害福社サービ綺 事業所票 A4 再生色上質紙 中厚 浅糞色
オフセット印刷

画面・ 1色 (セ″ 色)
A33様を中とし 12翼

暉害福祉サービメ等事鶏所票

(記入の手引き)

A4 再生色上質紙 中厚 灘
オフセットFp別

両面。1色 (セピア色)
中とし 32り〔

き付用封簡 角形2号 癌奄再ぎ確ぶ孔出」乳驚 L
205mX54ml

オフセット印刷

片面・1色

ぼ伯用封価 角形2号 Y\Ur-* v?t 85sl tt Lt.tts fiA. オフセッ呻 刷
方面・1色

見込みでb16

30



調査関係用品一覧 男嘔紙2

件  名 規格 用紙の種類 EF刷方法 製本方法 頁  改

:

“
=に

ついての瀬 い A4 再生色上質紙 中厚 自色
オフセット印刷

片面。1色 化粧断ちのみ

2 介議老人福祉施曖。地減密着
型介壊者人福祉鮨段要

A4 再生色上資紙 中厚 きくら色
わ セット印刷

両面。1色 (セピア色)
A3-.lftt

3
介護老人福祉鮨骰・地域密着

型介饉老人福祉鮨段票
(記入の手引き)

A4 再生色上質紙 中厚 きくら色
オフセット印刷

両面‐1色
中とし 16頁

4 介護者人保健施口票 A4 再生色上質紙 中厚 嗜 ン色
オンセット印刷

両面・1色 (セ ピア色)
A3-'>frt)

5 介
翻

票 A4 再生
“

卜質紙 申厚 ●・●ン色
オンセット印刷

両面。1色 中とし 12買

介凛療姜型医療施殷票 A4 再生色上質紙 中厚 浅贅色
″ セット印刷

両面・1色 (セビアω
A3二つ折り

7
介罐療姜型医療施設票

(記入の手引き)

A4 再生色上質紙 中厚 浅贅色
わ セット印刷
両面。1色 中とし 12頁

防間看,ステーション栞 A4 再生色上質紙 中厚 びわ色
ル セット印刷

両面・ユ色(セピア色 )
A3-.frD

訪問看観いデーカ ン票
(記入の手引う

A4 再生色上質紙 中厚 的 色
オンセット印

=リ両面。1色 中とし 12買

居宅■ ビス事業所
(福祉関係)票

A4 再生色上質織 中厚 うす水色
オフセット印刷

両面。1色〈セビア色)
A33枚を中とし 121

居宅漿

'事
業所

“

●LDI係 )栞
(記入の手引き)

A4 再生色上質紙 中厚 狩 水色
オンセット印刷

両面・1色
中とし 32頁

地域磨着型■

"業
所票 A4 再生色上質紙 中厚 藤色

オンセット印鷹
両面・1色くセピア色 )

A32枚を中とし 8買

地域密着型サーヒ
'事

業所票
(記入の手うlわ

A4 再生色上質紙 中厚 藤色
オンセット印βJ

画面。■色
中とし 24頁

居宅サービス(医療 U14)ヌ A4 再生色上質晟 中厚 鶯色
オフセット印BI」

両面・1色(tF7色 )
A3二つ折り

居宅サービス(医療関係)票

(記入の手引き)
A4 再生色上質紙 中厚 鶯色

″ セット印刷

両面・1色
中とし 12頁



調査関係用品一覧 別紙2

No 件  名 規格 用紙の種類 印刷方法 製本方法 戸  数

港付用封筒 角形2号
ハーフト ンカラービンク 100g(寵 )フラッ助
工 窓付き(位置上か

“

51nl■ 左かψ nm・ 大きさ
165mmXmmm)

オフセット印刑
片面。1色

返13用 封情 角形2号
ハー17卜 ′

亀 Jttr 100「 “
い オフセット印刷

片面・1色

*平成2年のみ
介繊保険壼段
利用相 菫

A4 再生色蠣 紙 中厚 あじさい色
オフセット印昂J

両面・1色 (セピア色)
化粧断ちのみ

n
ホ平成2年のみ
俎

…剌用者一菫票
A4 再生色上質紙 中厚 自色

オフセット印刷
両面,1色(セビア色〕 4麟 ちのみ

十平成2年のみ
介護保険施設の利用者票。一

■票
(望スの手引き)

″ 再生色上質紙 中厚 あしきい色
オフセット印刷
両面。1色

中とし 12買

*平成″ み
訪門看鎮いテーカ ン

利用者爛熙

A4 再生色上質紙 中厚 着童色
オフセット印3J

両面・1色 (セ ピア色)
4La断ちのみ

*平成22年のみ
訪間看懐ステーシヨン

利用者一

"要

A4 再生色上質紙 中厚 白色
オフセット郎

'
両面・1色 (セピア色)

化粧断らのみ

*平成22年のみ
防間を

―

ンの利用者
要・一覧票

〈記入の手引→

A4 再生色上質紙 中厚 若車色
オフセット印刷

両面。1色
中とじ 12百

●
●



社会福llt施設等調査 「調査対象施設 。事業所名簿」  (例 )

※施設・サービスの種別書尋及び調査票種別は
'調

査対彙洛簿作成仕韓書」の「調査要の種類とIE嬌番号―贅Jを手薇。

別紙3-0

ミヽ織ヽ
17懲●l

,1=苺 薫護書ヽ 漱ヽお 驚浚ヽ 雛0峰 輻贅琴S
電薫機ヽ

鱗

資

醸ヽ 層凛 繊遺=A
類験 機

織奮緯守奪資檬薇織 雑み合●t
鑢
総
輔

ヽ

書

様苺ヽ 霧 聯
機

薔

韓 ●薔嬌番筆
機
=

IIヽ鶴
聡 難 僻 薔

01∞ 0001 304 臓潜瀬 L唸城離 援センター 100 3104 3 04 03 03 1 2 2

0100 0001 304 ,1∝ 1001 100 L海通 Lぅけぃホーム 畷 邁O△口市0● 1-2-4 1111 3004 ●5 05

0100 0001 304 関 : L海道 ヒうittヽホーム |ヒ海遠○△口市○●1-2-6 100 :1●・● 3604 餌

0100 0001 L海豪 ヒうけぃホーム 北海道0△□市0● 1-2-6 111 1195 3604 305(

01∞ 0001 304 購 道 Lうけい保育新 IL海漱0△0市0● 1-2-7 i00 1105 3604 1 21 04 06 ∞ 190 1 2 4

葉蒸螢ヽ
●摯薇
察機ヽ

市磁奪:

ll符ミ
機ムヽ 椰蕪壽髯

鷲撻畿3
構ttt ゛鑢

漱熾
に,tt 事妻脳薔澪 ●簿 ふ 爛

=憮

撻み゛ヽせ な
摯
構

ヽヽ
Aヽ策

警ヽ

0100 1002 )r@lo3ot 304 土会福祉法人 XXXO福 社会 100 3001 帥 1 L海道※※※市▲▲180番地1

“

0023 01101 oo022
"ウ

セイm7~イ‐ ビスセンターとうけい 1 1 3 S

0:IC 臨 DImlⅢ 304 酸 福祉法人 XXXO福 社会 100 3001 3001 L海道※※※市▲▲189番地 1 00 1 0024 01101 00022 10nS難害者短期入断事業籠 ウセイロ 5

01∞ 0002 ,roolo3ot 304 生会福祉法人XXXO福 社会 i00 3001 3601 L・h道※※※市▲▲189番地1 00 0023 0,101o0023 コウセイロデイサービスセンターとうlfい

`

3 3

0'00 ,30 305 け団法人厚生労働会 100 7722 L・H道※※※市▲▲189椰 05 0033 0110100033 アループホーム厚生労鶴 0

0100 0004 膊 Ol 障限会社ケアサービスpP,T 100 0130:013( 0800 ヒ海道※※※市▲▲189番地フ 05 0031 0110100031 アンサービスPT
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介護サービス施設・事業所調査 「調査対象施設・事業所名簿」 (例 )

ヽ

※2『老福J介凝竜人苺社籠設蛾 寝着塑08E七 人樽社菫證凛
「考健」介護た人爆健施設濃
r素警」介議痰姜奎饉薇施設票
r綸、訪獨奪蟻ステ_シヨン裏

1議1憾難瑾蘇羨禁1剛朧嚢

※211a■合わtF数

Xx△ △町4276-221

●●市XX△△町4276‐ 650

違●●市XX△△町4276‐ 650

北海道●0市 XX△△町4276-650

r地域」地域密着饉サービス事凛所凛



社会福祉施設等調査 調査票印字用プレプリント項目 (例 )

※調査票印字用プレプリントデータは、疇査票ごとに作成する。なお、挨拶状の項目は「郵便番号」「事業所の所在地J「法人名」「事業所名J「施設番号・事業所票番号」のみである。

保護施設・老人福祉施設・身体障書者社会参加支援麓設等猥査票(施設の種類番号)0010～ 0140,0270～ 0230,0300～ 0360,0800～ 0850,0870～ 09011

別紙4-①

送

号
発
モ

町
■

区

特

市

村 施設轡尋

施
設

の
穣
顕

法

人

名

施
設
名

郵使
番号

難語番号

所
在
地

活
動
状

況

認可・購出

糧 年月

設
置

経

営

定

員

在所書
数

F齢議懸別在所者数
所ヽ前の居住地BI

整購者敗
"書

ll輸壽おヽ

市

外

市

内

番

号
一蒸 年

披
措
置
書

そ
の
極

時
趣

以

下

”
”
”
薫

製
苺
“
菫

“

ヽ
総
裁

∞
油

以
上

騨
“
颯
「
い
鑢
「

市
軽
難
＝
《

県

外

そ

の
他

児寛暉 雪

な
戯

”

菫

摯

黛
聴
歳

“
歳

わ
繊

“
楡

“
菫

“
畿

“
議

磁
織

，
議

２
級

３

級

ぼ書区分'等級311身体障害書手犠所持在所者敷 ●

鮭
け警機農別森育手帳所持在所審難

I聰覚・奮話障害      1波体不自議       1内 薔難書    1身体の霊燎障害
"書餞幕
撻手

慮度                     
‐
  lぞ0池

４
級

６
寝

６

鍛

１

織

２

級
Ｓ
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４
級

５
畿

６
畿

１
構

２

級

３

繊
４
最

５

般

６

織
１
籠

２
級

３
篠

４
級

１
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２
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３
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４
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０
級

０
象

”
麟

以

下

40 45
"

Ю
隷
以
ト

鸞
構

以

下

型
12●

30 3.5

24 20 34 44 54 50 60 孫
|ふ

34 49 54 50
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サ

簾
む
身

障 児 保 亭

ブ

コ
ー

ド

“

一

“

Ю
麟
以
上
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畿



児童福祉施設等調査票(施設の種類番号)0370～ 0390,0410～ 0610)0710～ 0720

逮
尋

発
番

町
号

賤
符

市

精 議波番号

継
機
の
種
類

減
人
名

藤
設
名

郵使
番号

電話番号
所
在
地

活
動
状

漠

認可・目出
・泄霞年月

数

饉

饉

螢

定

員

在所な数 年齢繭鍛別在所審数

一ん 年 月

肇
措

置

者

そ

の
俺

0爆 :歳 2鎮 5m 0網

'麟

8爛 ,燿 ｐ
な

―‐
議

‐２
識

‐３
鎮

‐４
構

崎
最

”
餞

口
象

”
１０
麟

２〇

一
″
歳

ぉ

¨
２０
裁

”
一
”
講翼1翼 1尊

入所前の居住聴鶏
在所者継 喩害区分・等級別身体障害者手崚所持在研書繊

”
一
輸
機

”
″
５９
麟

”
¨
６９
麟

”
餞

以

上

闘

一
槃

内

い
鶯

ｒ
苺

Ｆ
鐵
ヽ

崎

呵

一
す

餞

ｎ

”

県

外

そ

の
他

１
鐘

２

鍮
３
鍛

４
級

５
級

１
級

６
鍛

２
懇

４
畿

３
讀

６
織

６
艤

■
畿

２
級

３
級

４
懇

３
無

６
儀

２
餞

，
織

３
鍛

４
機

５

級

６
畿

１
鍛

２
場

３
錢

４
織

６
緞

６
鍛

１
畿

２
級

３

継

４

職
５
機

６
散

１

触
２
緞

３
餞

４
機

車書l■a'I療育手懐断持在所者敵
書
千

攘
時

嗜

瞬

苺
む

嬌

=な
退研理由・在所期間別|■騎零数

―一―一一ユ豊盗2農想鷺薔__………__――
”
磯 畿躍劉】

お

一
”

Ю

”
然

８．
博
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“
‐７

Ю

一
“

”

ｏ
０″
磯

一∞
歳
以
上

一ｍ

¨
”

一∞

ゃ
４０

”

″
３９

お

や
”

”

一
２

，８．
１９

幡

¨
―フ

∵
ド

峰

未
満

一卜
誅
轟

一可
一崎
年
以
上

一‐０

ヽ
‐５
未

瀧 疇
ネ
濃１

鍛
２
級

４
級

３
級

１

極

２

級
６
薇

５
級

４
繊

３
級

１

級
２
楡

３
崚

４

鍛
６
鍛

６

級
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保書所鋼査粟(施繊の種類番号)0400,0860

錢
構

市区町

村符号
施設番警

施
設
０
積
甕

法

人
名

施
散
義

難
警尋

電話番書
所
在
地

簿
醸
摯
湿

出

お稀驀 無

饉
犠
警

ｔ
ｉ

諷書断 織み合わせ サ
ブ

コ
ー

ド

市

外

市

内
彗
与

一お 年 月

爾
所
疇
飢

籟
購
時
親

保

竜

身
障 児 保 ¥



障害福祉サービス等事業所藤
1行日(サービス種別0011)2行 日(サービス種別0012)   16行 日(サ ービス種3110046)

※「*事業所名1は 1行日～16行 日までの「事業所名」で、はじめに出現したものをコピーする。

送
号

発
番

町
尋

区
符

市
村 法人名 ■事業藤名

優
号

郵
番

電話番号

所在地
縫
曽 鰤鶴

事業所名 事業所
番号

事業所名市

外

市

内

番

号 鶏鶏
事業所名

laみ 合わせ

サブ
コード曝・

老・

身
障 児 保 事



介競サービス施設・事業所調査 覇査票印字用プレプリント項目 (例 )

※調査票|口字帰ブレプリントデータは、調査票ごとに作成する。なお、撲拶状の項目1ま r郵使番号」「事業所の所在地」「法人名」「事業所名lr…違番号」のみである。

介護老人福祉施設・地域密着型介護者人福祉施設票(事業種811コード)011,012

介護者人保健施設栞 (事業種鷲=―ド)021

介護療養型医療機投票(事業種Bリコード)031

別紙4-②

華平成22年のみ

ふ

Ⅲ平成22年のみ

Ⅲ平成22年のみ

ふ平成22年のみ訪F.幡護ステーシヨン栞俸 業種別コード)041,0盤

進
書

発
番 事素所番号 詢魏

一連番脅

法

人
名

継
敵
名

搬
癬

電話番号

所
在
地

朧線年月
開
激
主
体

篠
誉
主
体

,議摯轟上
職出

入謄
=員

騰菫の状況

組み合わせ

利用者票
サ
ブ

コ
ー

ド

よ
３
振

棟
番

市

丼

市
内

警
等

一お 奪 月 僣票 ■菫漂

針 Φ ◇ ③ ④ ⑤ ◎ ⑫

艤
誘

事業所番号
軒
尋

区
符

市
村

一連番書

法
人
名

繊
證
名

総
鶴

電機器毒

所
在
地

醸投年月
開
鍛
主
体

介ttS上 の
種出

入所定員 豪養室の状悪

鑢み合わせ

利用書票
サ
ブ

コ
ー

ド

上
３
構

枝
番

番
尋

市
内

部
外

|

晃

1年

潟

りヽ規換介雛宅
罐施設の状瀬

婦豪

 |―

鷺嘉諄
|ゃいい⑮ ◎1司 懸

難
鶴

事業所番号
町
尋

区
符

市

村
一連番号

法

人

名

議
餃
名

締便
番号

霧語番号

所
在

地

欄
数
主
体

介穣戦硼上α
藤鶏

績床数 病室の状湿

継み合わせ

利鶏識票
サ
ブ

コ
ー
ド喜稀

寵

晏

市

内

番

番 種 類 一驚漂

計 Φ ② ◎ ③ 15r ⑬ ⑫

送
零

発
番

詢
号

区
符

市

村
‐違議奪

法

人
名

事
業
者
名

畿
警号

電話番号

嬌
在
壕

∝ 1介額予勝講間を機 ∝2務間番彗
闘
設
主
体

報み合わせ

利用者票
サ

ソ

コ
ー

ド

よ

３
持

検

番

市

外

市

内

番

号 事集断薔苺 準集猥も

開始年月

事実輌番号 事業織名

開始年月

犠嘉 ―鷲孫
一” 年

1月
轟

1年
月 鷲|ゃ l②い|ゃ 1昼 |も |も



麟宅サービス事業所儘祉関係)栞 鮮 業種男1コード)071,072.081,032.091,0悦 ,101,102,111.112.121,122,131.132.191,201

選

号
発
番

町
毒

区
特

市
村

一連番号

法

人

名

準
蒸
書
名

鞭
鶴

電話番号

断
在
濾

0,1介整予防通隣介糠 0フア通爾介餞 08:介護予防短期入所 082短期入断生活介轟
"{介

離予防特定轍
"2特

定格設入居著

上

３
桁

被

番

市

外

「

肉

番
号 事象所番号 事盤熊 事業所番号 事業所名 事業所番号 事業所名 事業所番号 事業所名 事熱瞬番鶴 事業所名 事隷所番号 事業所名

10:介護予防訪問介漱 10猫閣介護 ●1介餞予防訪問入浴介駐 1,2訪 間入浴介饉 121介護予障福祉用具貸与 122槽 被簿具貸与 131特定介韻予臨機l■用興 132特定福社用具餞発

事業所番号 事集所名 事業所番号 事業所名 事業所番号 事業薇名 事業所番号 事案所名 事業断番号 事業酪 暮業所番号 事業新名 事業所番号 事業所名 事熱所番号 事業誘ら

●平成22年のみ

ヽ

地域密着型サービス事業所票 (事業種,1コード)141,142.151.152,161,171,181,132

発送番号
町
号

区
符

市
村 一連番号

法

人
名

率
素
者
名

猥
都

電話器号

所
在
地

夜間対応饉務間介饉 介餞予飾認知壼対応型 認知症対応壺通所介簸 介競予防小規模多機能塵 小規模多機1じ轟居宅介横

上

０
桁

校

番

市

外
番
号

市
内 事覇 番号 | =案薦 事業所番尋 事黛断名 事蒸勝警号 事

=肝
名 事素所薔尋 年業所名 事凛断番号 亭業所名

轟設八踊
=ヽ

た,



居宅サービ滞 業所く置療甕係)票 (事業種別コード)051,0も2,06岬鑢2

発選番号
市嶽町
村符号

―適番場

法
人
名

蟻
級
名

難
善尋

1電機番苺

所
在
地

サ‐ビスの状
濃

OSI介護予鮨短期入薪 032短翔入瞬素養会議 事
業
所

の
種

別

0● 介維予防通所,´ヽ 062通 購リハぱリテ‐ション 事
業
薔
め
薇

理

醸
識
主
体

■

３
桁

技

番

市

外

市

内

番
号 事業所番号 事象所名 事業所番号 事業識名 事業購番毒 事業所名 事業所番号 事象藩名

:(こ議К

組み合わせ

瀧用者菫
サ
ブ

●
■

ド
盤募 摯鷲豪

討 0 ⑮ ③ 舎 ◎ 機 ◇

介議保険施設lll用者個菜、訪職崚諄 テーシヨンlll踊者鶴票(平成22年のみ)

発選警尋 一通警尋 姜理番号

サ
ブ

コ
ー

ド

・●・
介護保険施議利用誉一寃栞、議Fan溝 護ステーシヨンrll用 者―董票(平成22年のみ)

サ
ブ

発達番号 : 一連番号 |●
I

ド
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調査票受付簿

ヽ
ヽ



男り1餞6

発送用封筒に封入する調査票及び調査関係用品一覧

社会福祉施設等調査

※名寄せによる組み合わせによつて、2、 3のセットが複数組になる場合がある

※ 5～ 10については平成22年のみ該当する施設へ配布する

Ｅ
ｕ

４

　

“

調査票・調査関係用品

1 社会福祉施設等調査 調査についてのお願い

2 社会福祉施設等調査 調査票

3 社会福祉施設等調査 記入の手引き

4 社会福祉施設等調査 返信用封筒

※名寄せによる組み合わせによつて、2、 3のセットが複数組になる場合がある

サTビス施設 事業所調査

調査票P調査関係用品

1 介護サービス施設ヨ事業所調査 調査についてのお願い

2 介護サービス施設口事業所調査 調査票

3 介護サービス施設ヨ事業所調査 記入の手引き

4 介護サービス施設口事業所調査 返信用封筒

5 介護サービス施設a事業所調査 介護保険施設利用者個票

6 介護サービス施設口事業所調査 介護保険施設利用者一覧票

7 介護サービス施設n事業所調査 介護保険施設の利用者票 記入の手引き

8 介護サービス施設・事業所調査 訪間看護ステーション利用者個票

9 介護サービス施設口事業所調査 訪間看穫ステーション利用者一覧票

10 介護サービス施設・事業所調査 訪問看護ステーションの利用者票 記入の手引き



社会福祉施設等調査、介護サービス施設B事業所調査  調査対象事業所からの問い合わせ・苦情対応状況票 (例 )

別紙7

整理
番号

月日

問い合わせ。苦情対応時間
事業所名
(調査客体)

担当者 問い合わせ・苦情の内容 対応した結果
備考

(電話以外での照会 `

苦情等)開始時間 終了時間

¨̈
暉LD口 H'ラ

1

2

3
4

問い合わせ ]苦情の内容
備考

(電話以外での照会・
苦情等)



別紙 8

社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査 調査対象事業所への照会状況票  (例 )

ミ

整理
番号

月日
一連
番号

事業所名
(調査客体)

種別
事業所の
対応者

電話番号
照会担当

者
熙会の内容 照会した結果 備考 (照会の手段)

2

3

4



別紙9

社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所調査 督促状況票  (例 )

ヽ
“

釜
理
番
暑

督促日

督促方法
1電話
2訪間
3その他

一連番号
事業所名
(調査客体)

担当者 電話番号

電話による督促時FHn

内容
備考

開始時間 終了時間
対応時間
(分 :秒 )

2

3
4

電話による督促時間
事業所名
(調査客体)



ふ

勤務体制表
勤務体制表は、業務ごとに作成すること。

0  :9:00～ 18:00
(数値):配置した時間(例 15.Q=5)
A(社員):配置人員に社員がいる場合

男り1議10

Zヽヽ 4 5 6 ミ ふ 10 13 14 運重 161 17 18 19 20 21 |ヽ墾 おヽ ヽ 24 25 26 27 28 2 9 ' :30 31

|1薇 ざ甦 : 火 水 木 ミヽ褻 火 フk ξヽヨヒミぶミロヽ 火 太 ti彗 日＾ヾ

ヽ 火 水 木 :ヒJ:

A( |ミヽ Iミ|■ヾ き|ミ iミ

3 ||ヽ

C ミli:ミ 0 ミ ヽ1■

D ||ミきヽ: ミ|

E ヽ いヽ ミ

F ぎミ
や
ヽ ヽ|ヽ |||ミ |ヽ

11

G |ヽミ | |さ |ヽ 1ヾ 淡ヾ ミヽヽ

H |ヾ :ミヾ ミヾミ ヽ

一

ξ 3 4
又

10 12 13 14 :讚 ヨ゙16ヽ 18 19 20 21

曖
24 25 26 27 23 :1291 ,301 31

:゛ 1ヨLi 火 太 末 火 水 まヽ 火 7K 末 月 火 水 木 ■ |: 8 月

A(社 員 ) ヽヽ |ヾ1ミミミ|
ミ|ヾ :ミ :ミ[ミミ

=
8 510 ミミ ミ 濠

C ■ヾ ヽ ξ :ミ薫ミ『ミミヽヾ 漂ミは1はNさ :

D ミIミ :ミヽ ミヽ邁

E ギ
一

:|ミi ぶ濾Iミミミ ミヽ ミヽlミミミド Nヽ櫻ミヾ|

F ごヽ ミ,:ll: 漂 ざヽ二:

C
ヽ
ミ I■ ||ヽξ 雹

H ゛ ゛ヽ lヽt



解個項目一覧

ているか。また、人員の補助体鰐が稼立してし

翻 瑠 雷 響
サう千本力蟻 螂4熊れている力噸鑽摯能ヵに

撃 7た警 |

餞減・事井所について庫く輸鶯収集する籠力をなしているか。

本彙務を奏概する場所t蟄は難織(′ くソコン、電話IFAX4)ttついて十分な整解が用鵞だれて
ヽ か :                         ‐                      ‐

'電
灘0餞藪(嗜健:嬢餞薇奎〕1平均簿犠時職の轟定書の機 有するか|また、それらを管理

嘉 l彎羅 議 蹴

"零

退1奪弩級制度や介讚像書摯事

露妻畠陽義嘉品菫
の彎 T■1.研

修内書が
7機

い■るた研悸後の摯ロマツあ

:躙 鶴護畿議購贈爾翼難
`し

ぃるか。
`セ

キュリ■を対豪が適切な内書とな●tいるか。

・轟薇漏機のリスタに轟チ森 告`連絡・相談■漁奪あ彙麟″口すが組織化されていう1,

1プライパシ■マ■クを取得しているが●もしくは、情報セキュリティマネジメントシステム(:9M,

つリイパシニマークめ取網崚燎暇tt・リティマネジメントシステム(lsM3)の機菫の両方を摯け

`鯛
=票

の再発送時に不足が発生trrt｀エ

1宛発本由嗜わ薫最

“

彙瘍11ういて:溶やヵ、覇 付すなめのわ集的な
=会

がみ|れるか

:機の理自と重ならないこと)力鏃 的に宗されていうか:

・回線難務を場率的に行うため:=場暴的な工夫がみられるか(インターネツトtlよる事贅纂の毎黎

・受青業務の手順赫 森|が共体的に示されているか:

撃■ダ 螢付・審壼仕縁書Jによる移査の他、独自の工夫
`=よ

リデ→ の
=速

性

合`わせⅢ告愉め対応手順について示されてt

合ヽゎせ1苦喘対応ヤニュアルを作成しているか。また、
=本

がみられるかし

璽蜜鷲欝裏駐慧協注壌奮鵬言鐵 ||の T,1蠅晉申摯内か.研■の
r針

、奮健の実施方議が■体的に示されているか。

,ァータスヵtlぉける十分な体制で人摯1入力機機の合数
'が

用意されているか.

・ベリフ,イてきる機能l■あるか。

※13遣性、新規性等

※2価格と鶴等に椰衝で書る項目

ただし、 1 場 調ざ逼醜1糧13[■正予ボ歯導墨再轟」嘉』
=薔

ξittIり繭酵

ｎ
ｖ

100

合計  200

基礎慮 加慮

28   72
33        67

61       1縛



別紙 12

従来の実施状況に関する情報の開示

1従来の実施に要した経費         ′ (単位:千円

17年度 18年度 19年度

社会福祉施設等調査及び介護サービス施設 0事業所調査 こ係る経費

常勤職員 15,591 16,581 15,265

lT‐

非常勤職員

物件費 21:25( 34,311 33,77〔

委
託
費

印刷費、名簿作成費自 27,68〔 40.3“ 35,18C

福祉調査分 12,05E 14,361 10,53コ

介護調査分 8,84t 17,59( 17,66C

6,78〔 8.37S 6198【

地方公共団体委託費 60,761 62,29C 66.89`

計 88,448 102.633 102.081

計 僣) 125,294 153,531

砂
考
値

０

減価償却費 1 1 1

退職給付費用 2,074 2,074 2,07“

間接部門費 1`550 1,611 1,69(

〔a)+(b) 128,934 157.23ε 154.902

1.業務の実施期間は、6月 ～1月 末の約8か月である。

平成18年度の経費増については、社会相社施設等調査が3年に―度の精密調査年(調査項目の増等)であつたことにより、郵送料

(ただし、地方公共団体経自分の調査票に限る)、 調査関係用品の印刷費、受付審査費、データ入力費が増加したこと及び

介護サービス施設・事業所調査が従来の調査票に加えて,利用者に関する調査を実施(調査票数の増)したことにより、郵送料くただし、

地方公共団体経自分の調査票に限る)、 謝礼品費、調査関係用品の印刷費、データ入力費が増加したことに起因する。

また、平成19年度の経費については、社会福祉施設等調査は平成]7年度と同様の簡易調査であつたが、介護サービス施設。事業所

調査で、引き続き利用者に関する調査を実施(調査票数の増)したことにより、郵送料(ただし、地方公共団体経自分の調査票に限る)、

謝礼品費、調査関係用品の印刷費、データ入力贅が平成18年度並となってしも。

*各年度の業務量の増減は調査票枚数(地方公共団体への送付枚数:別添5'照 )を参考とする。         .

2.各費目の内容は以下のとおり。

0人件費

・職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、児童手当、社会保険料

・当族委託業務に直糠従事した壁三ρ人件費

0物件費

通信運搬費(通信料(フリーダイヤル等による対応)、 郵送料(調査票及び調査関係用品―式の送付及び再送付。ただしも地方

公共団体経自分については、厚生労働省―自治体間は一括送付。)、 郵送料(口直轄分にのみ使用したはがき(挨惨状、

お礼状(督促状を兼わる。))、 ltl礼品費(利用者に関する調査票の対象施設のみ),光熱費、消耗品費、リース物品の■料

*謝礼品費については、地方公共団体へ記入者手当相当分として支払つた額(平成18年度は9,255千円、平成19年度はa901千円;

単価は事業所の規模により1,00～ 4,000円 で計算)であるが、各地方公共団体にお1する調査実施の際は予算の組み替え等により、

多くの場合は謝礼品購入費に充てている。なお、本事業においては調査客体への謝礼品の支給を行わないこととする。

O委託費

調査関係用品の印刷費(プレプリントを含む)、 名簿作成の作薬費、受付審査費.データ入力費及び地方公共団体に委託して

実査を行つた際の委託費

ホ1地方公共団体への委託費については、続計調査を実施するために契約した委託職員の人件費に、当該2調査の業務量割合

を乗じて算出した。



別紙 1 2

*2地方公共団体への委託内容の詳細は「5従来の実施方法』へEE載した。

中3名簿作成の作業費は平成17年188人 日、平成18年109人日、平成19年98人であり、受付審査の作業量は平成17年 623人 日、平成18

年861人 日、平成19年766人 日である。

、退職給付費用及び問接部門費は推静あ要素を含む参考情報であり、算定方法は以下のとおり。

①威価償却費(受託者において準備する必要のある施設・設備のうち、物件費に計上していないもの)

・定額法により算出

・(建物関係〉:建物全体の減価償却費のうち、本業務を担当している係が占有している面積分を算出

②退職給付費用

・退職綸付単価X従事職員数

※退職給付単価:厚生労働省全体の退職給付費用を総職員数で除した推計単価

③間接部門費

官房総務課、官房人事課及び宙房会計課並びに続計情報部企画課及び社会統計課の執行部門に係る人件費、犠件費、



従来の実施状況に関する情報の開示

2従来の実施に要した人員 (単位 :人 )

0社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査に関する業務を熟知し、名簿の作成業務l照会対応業務.

督促業務、内容チェツク業務及びデータ入力業務に関する知識。経験毎を必要とする。

09月中旬～1月末にかけて、主に調査関係書類の梱包・発送、調査対象事業所からの照会対応、調査票の受付、

未回収事業所に対する督促、個票審査、デ→ 入力等、業務の繁忙期にあたる。

(注EE事項)

1_社会相紐施設等調査及び介醸サービス施設。事業所調査は、常勤16人の体制

“

月から1月 末にかけて実施している。

なお、実施期間が1年未満であり、従事する職員は委託対象外の業務にも従事しているため.人員数は、1人の職員が

1年間対彙業務に従事した場合を1人として算定した数値を記載している。

2.具体的には、業務に従事した日数を年間の営業日数で除し、人員を算出した。

3従来の実施に要した施設及び設備

0設備:電話(4台 )、 FAX、 コピー機、パソコン(16台 )、 プリンター、サーパー、LAN、 書庫、れ、いす、ロッカー

0施設:中央含同庁會第5号館の一角(約50平方メートル)を使用している。

(注記事項〕

1,事業を実施するために必要となる施設及び設備は、受話者において準備する必要がある。

2.上記設備は、業務を兼務して行つている場合は、他業務分も含む。基本的には、パカ ンは一人一台体制だが、

プリンター、FAX、 コピー機は複数名で1台となる。

ｒ
υ



従来の実施状況に関する情報の開示

ごと:こ調査票単位での回収率

福祉サービス(等)事業所票

餞老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設票

居宅サービス事業所 (福祉関係)票

4従来の実施における目的の達成の程度

(注記事項)

0 社会福祉施設等調査における「障害者支援施設等調査票」及び「障害福祉サービス(等 )事業所票」については、障害者自立支援法の

成立 施ヽ行に伴しヽ設計を大幅に変更しているためぃ平成情年度0案籟はう考にならない。また、平成13年度においては、「障害格社サイ

ス(等)事業所票』以外の調査票については、7区分に調査票が分類されており、調査票ごとの比較が困難雄 め、平成19年度の実績

のみ掲載した。                            ・

0 「障害福祉サービス(0事業所票Jについては、平成20年度は公共サービス改革法に基づく民間委託により調査を実施しているため、

民間業者の回収率(12月 29日時点)を掲載した。また、「障害福祉サ…ビス(0事業所票J以外の調査票については、平成20年度は公共サー

ビス改革法に基づく民間委託により調査票の受付・審査を実施しているため、民間業者での回収曰く地方公共団体からの初回到着分)

を別添4に掲載した。

O 介護サービス施設・事業所調査については、平成18年4月 1日の介護保険法の改正・施行に伴い、介護サービスの形態が変化したことに

より調査票の設計を変えたため、平成17年度の実績は参考にならない。また、平成13年度においては「居宅サービス事業所(福祉関係)。地域

密着型サービス事業所票Jで調査を実施した対象者を、平成19年度以降については「居宅サービス事業所票J、「地域密着型サービス事業所

票1に振り分けて調査を実施しており.調査票ごとの比較が困難なため、平成19年度の実績のみ掲載した。

0 介護サービス施設`事業所調査においては、「居宅サービス事業所(福祉関係)票J及び「地域密着型サービス事業所票Jについては、

平成20年度は公共サービス改革法に基づく民間委託により調査を実施しているため、民間業者の回収率(12月 29日 時点を掲載した。

また、「居宅サービス事業所く福祉関働票J及び「地域密着型サービス事業所票』以外の調査票については、平成20年度は公共サービス

改革法に基づく民間委驚により調査票の受付・審査を実施しているため、民間業者での回収日(地方公共団体からの初回到着分)を

lll添 41こ掲載した。

O r介護保険施設利用者個票・一覧票」及び「訪問看護ステーシヨン利用者個栞・一覧票Jについては、抽出調査であり、対象施設・事業所

における平成19年の回収率は96.996である。

54



回収率の算定根拠          ′

回収率は,以下により算出したものである。

①平成19年度

0社会福祉施設等調査

・ 老人福祉施設等調査票(地方公共団体経由のみ)

調査対象施設数 21,002施 設 回収施設数 20,878施設 (回収率99.496)

・ 障害者支援施設等調査票(地方公共団体経由のみ)

調査対魚施設数 9,765施設 回収施設数 9.563施設 (回収率97.996)

・ 児童福祉施設等調査票(地方公共団体経由のみ)

調査対象施設数 11,317施設 回収施設数 11,023施設 (回収率97.496)

・ 保育所調査票(地方公共団体経由のみ)

調査対象施設数 24,228施設 回収施設数 24,206施設 (回収率99.996)

・ 障害福祉サービス事業所票(直接郵送分+地方公共団体経自分含む。)

調査対象事業所数 26,910事業所 回収事業所数 22,o85事業所 (回収率82.196)

(直接郵送) 22.191事業所        17,385事 業所 ( ″ 78.3%)

(地方経由) 4,719事業所         4,700事 業所 ( ″ 99.6%)

0介護サービス施設・事業所調査

・ 介護者人福祉施設。地域密着型介護者人福祉施設票(地方公共団体経由のみ)

調査対象施設数 6.054施設 回収施設数 5,980施設 (回収率98.8%)

。介護者人保撻施投票(地方公共団体経由のみ)

調査対象施設数 3,493施設 回収施設数 3,44轍   (回 収率98.596)

・ 介藤療養型医療施設票(地方公共団体経由のみ)

・
調査対象施設数 2,918施設 回収施設数 2,860施設 (回収率98.0%)

・ 訪間看護ステーシヨン票(地方公共団体経由のみ)

調査対象事業所数 6,428事業所 回収事業所数 6,193事業所 (回収率96.396)

・ 居宅サービス事業所(福祉関係)票く直接郵送分+地方公共団体経自分含む)

調査対像事業所数 70。 675事業所 回収事業所数 60,811事業所 (回収率86.0%)

(直接郵送) 36,202事業所

(地方経由) 34,473事業所

27,3864J腱 蘭:(  ″ 75.696)

33,42515」 腱所 (  ″ 97.096)

。地域密着型サービス事業所票(直接郵送分+地方公共団体経自分含む〕

調査対象事業所数 12,731事 業所 ・口収事業所数 12,297事業所 (口収率96.6%)

(直接郵送)   687事 業所          578事 業所 ( ″ 84.1%)

(地方経由) 12,044事 業所        11.719事 業所 ( ″ 97.396)

・ 居宅サービス事業所(医療関係)票(地方公共団体経由のみ)

調査対象事業所数 9,706事業所 回収事業所数 百=988事業所 (回収率92.6%)

②平成20年度                    _
0社会相祉施設等調査

・ 障害福祉サービス事業所票

調査対魚事業所数 23,978事業所 回収事業所数  18,234事 業所 〈回収率76.0%)
・ 地方公共団体からの調査票到着曰く初回至1着分)別添4

0介護サービス施設・事業所調査

・ 居宅サービス事業所(福祉関係)票

調査対彙事業所数 34,349事業所 回収事業所数 25,691事業所

・ 地域密着型サービス事業所票

調査対象事業所数  1,112事業所 回収事業所数  952事業所

・ 地方公共団体からの調査票到着日(初回到着分)別添4

(回収率74.8%)

(回収率85.6%)



従来の実施状況に関する情報の開示

別添1～3のとおり

なお。従来は地方公共団体に委託する分と日直轄で郵送で行う方式を併用し、平成20年はそのうち日直轄で郵送で行う実査

を公共サービス改革法に基づく民間委託により実施した。

また。平成21年度以降は、地方公共同体に委託していた部分も日直轄に引き上げ、すべての施設・事業所における実査

を公共サービス改革法にい く民間委能により行う。

0都道府県・指定都市。中核市との連絡を密にし、含日会議や調査後に担当者との会簾 開機し、調査の実施

における具体的な提案・問題点等について情報交換や検講 行い、よりよい続計になるよう努めている。

O調査客体からの問い合わせに対しては、調査事項の記入内容についての質問が多いので、迅速=丁寧・正確に

回答している。

0調査票の回収については、データ入力以降も、都道府県・指定都市,中核市の協力を得て、ホ回収の調査票の督促を行つているよ

5従来の実施方法

0平成17～ 19年に地方公共団体(都道府県`指定都市・中核市)に委託して実査を行つた件数(送付調査票枚数 別添5)

・調査対象施設のうち、「児童遊園:児童福祉法第40条に定める児童厚生施設(児童に健全な遊びを与えて、その健康胡 進し、

又は情操をゆた州こすることを目的とする施設)のうち、屋外型施設をいい、広場、遊具、トイレの設置が義務づ lサられている」は、

管理者が常駐しない場合が多く、地方公共団体において調査内容について回答した例もある。

O地方公共団体に委託していた内容

。調査票の配付(追加配付含む)

・照会対応・督促,内容審査

・調査票の回収。取りまとめ,提出(各調査票ごとの枚数確認後、キー番号順に整理した後、厚生労働省へ発わ

(参考)平成19年調査実査時における、地方公共団体全体の数値

社会福祉施設等調査は、都道府県・指定都市・中核市職員の他に福祉事務所議員も活用している場合があり、

介護サービス施設・事業所調査はも都道府県・指定都市。中核市職員の他に保健所・福祉事務所職員を活用して

いる場合がある。

1.調査票の記付に要した人員

社会福祉施設等調査

介護サービス施設・事業所調査

2.照会件数及び要した人員

社会福祉施設等調査

介護サービス施設・事業所調査

3.審査件数及び要した人員

社会福祉施設等調査

介腹サービス施設・事業所調査

4.督促件数及び要した人員

社会福祉施設等調査

1:596人 平均実働時間 5日

1,153人 平均実働時間 5日

6,252件  1,188人 平均対応時間 6分/1件

7,316件  967人 平均対応時間 7.1分 /1件

27,948件  1● 11人 平均審査時間 6.4分 /1件

32,470件  1,007人 平均審査時間 8."ン 1件

4,1101卜   846A

介離サービス施設・事業所調査  6,226件  826人

事なお、1の平均実働時間については、各地方公共団体から回答のあつた配付期間(0月 0日 ～0月 0日 )の合計を

団体数で除した値であるが、2及び3の平均時間については、1件当たりの平均時間そのものを回答してもらい。その

合計値を団体数で除した値である。

O国直轄で郵送にて実施していた内容 (平成19年調査実査時における照会件数・回収率・督促件数・疑義照会件数′未達件数)

社会福祉施設等調査(障害福祉サービス事業所票(国直轄調査分のみ)調査票発送22,483事業所)

1.調査対象事業所からの照会件数  1,354件
2.督促と回収率の関係

①10/20の提出期限時点で約8.664事業所(回収率39.0%)

010/26のお礼状(督促状を兼ねる。)発送時点で約15,656事業所(回収率70.6%)

・10/26に調査対祭事業所(調査票の未違を除く。)に対しお礼状(督促状を兼橘 。)を発送。(発送22.191事業所)

012月末時点で約17,366事業所(回収率78.396)



3.鵠査対象事業所への疑継照会件数 1,618件
4 調査対象事業所^の未逮件数 292件

介譲サービス施設・事業所調査

(居宅サービス事業所(福祉関係)票・地域密着型サービス事業所票(国直憾調査分のみ)調査票発送37,972事 業所)

1 調査対象事業所からの照会件数 2,130件
2.督促と回収率の関係

居宅サービス事業所(福祉関係)票と地域密着型サービス事業所票を合算したものである。

①10/20の提出期限時点で約15,625事業所(回収率42.4%)

②10/2oのお礼状(督促状を兼ねる。)発送時点で約24,905事業所(回収率675%)
・10/26に調査対象事業所(調査票の未達を除く。)に対しおネL状 (督促状を兼ねる。)を発送。(発送36,900事業所)

◎12月末時点で約27.964事 業所(回収率75,3%)
3 調査対象事業所への疑義熙会件数 1,364件
4 観査対象事業所への未連件数 1.083件

平成19年社会福祉施設等圏査 国直結調査栞分の回収状況

露重栞   あ|し状(g健権 豪わる.)

l■ 秘爾取

平成19年介護サービス施設・事業所調査 饉直轄鶴査票分の回収状況

珈辮鞭
“

７
‥



―社会福祉施設等調査、介護サービス施設“事業所調査の流れ圏(平成19年調査にお|する実施方法)―
別添1
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調査対象事業所
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調査票の受付
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‐
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■■権趣|||
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―社会福祉施設等調査、介護サービス施設'事業所調査の流れ図(平成20年調査における実施方法)一
別添2

い

購菫対象事業鸞難 社会額社施験等機嚢     98200事 業所
介議サービス議験,事難鸞鶴査 123100事業所

厚生労働省

優 難
t l―

l慇
鑑 の

調査対象事業所

灘奎時点 :竜 0豊 1鍛

調査票の

纏菫議日:10月 20B

調査対象名簿

の収集及び
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作成,印昴1
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↓
国

国ゆ
内検

(デニタ
チェック)

(督促)

地方公共団体に委託(平成21年度に民間委託の予定)



男1,泰3

‐社会1福祉施設等調査、介護サ‐ビス施設‐,事業所調査の流れ図(平‐成21年調査以降にお―ける実施方法)一

‐
‐

調査対象施設・事業所

継奎 鋳 蟻 :電 o菫 1日

調査票の

記入“提出

(照会)(甲筆)
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9月下旬 ～11月下旬
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11月 上旬～1月 末) 嘱駆「 犠
※平成21年度rま調査対象施設。事業所名簿の作成は除く。



男1,恭4

平成20年調査 地方公共団体からの調査票提出日(民間事業者への到着日)男1の地方公共団体数の割合

地方公共団体割合

%
く社会福祉施設等調査〉
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地方公共団体割合 〈介護サービス施設,事業所調査〉
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月1,泰5
数枚付送栗査調の体団共公方地

社会福祉施設等調査

平成17年 平成18年 平成10年

rf
プレプリユ

ト分 予億分 .●I
ブレプリン

ト分
予齢 針

プレプリン
ト分

予備分

姜什 合 計 昔 0,2貪
`

i3031 8826( 8058〔 1667〔 7682〔 62924 1390`

ニ ス .虐奎 者 な ■卜歯 ″ 彗 綱 春 理 32_95£ 20^98〔 299〔

目薔 燿 カト桂 由 春 ユ 7.60( A on`

異宙所観査累 26.184 ,3701 ,3■ 1

韓 壼糧事菫 静凛  中 7403 364ラ 3_75(

ュ重性●u書
=

70F ER`

饉A ta陽節
=調

書
= `801

103`

腱 岩 嗜糧 由諄 イ薔● 願鸞 〕目杏票 341C 250C

由壼秦七撻 鮨n彗
`|●

歯七ルヽ■容重 484〔 3_88【 100フ

F書福 祉歯設個 容票 ,6Rl 10,1

冥薔籠翻査累
,28_721 2380廻 4_881

3628( 食n'4r A04F

●壺脇カト●|― ビス
=輩

絆軍 4041 ,_49: 1551

じ■燿‖ 鮨摯饉趙薔
=

23.671 1070: 396〔

10_i2菫 886: 176C

口き 堀

“

告

"羞
雷 書

=
3.492 )( 6_94 1_55

鳳曹齢口書 璽 ,866G 2388〔 4771

け壼 燿 暮 ■ _Fス
=彙

薔 二  摯 587` 402( 185

着 虹多 ■ホ_ム 入腱者車 r封全 詭船は 6201mを〕 1e.2381 16.032 図 61

*地方公共団体を経由しない調査票枚数 (プ レプリント分)は以下のとおり。 (平成17年は21.4“収、平成 18年 は2■2朽枚、平成19年は22.483■ D

X平成19年中 設尊調査票については、施設の種類が 子助産施設J【児菫遊目Jである施設については詢線 を送付せず。名簿の受析を■番票の回収と整理した。

注 :「予備分Jと は、プレプリント分以外に報規施散・事業所への追加X4fや書き損じ等の再送付用としてtllしているものであり、実際に使用した枚徴とは異なる。

二Ptt 「阜霊守ヒ隼糟

`黎

馨驚盆LttrT絶鑢絶馨ど鵡 藪il F需la菅審
なる。 (平成17年は r居宅サービス
9年 :よ「居宅サービス事業所 (福社ロ

注 : r予偏分Jと は、プレプリント分以外に新規施設・事業所への追加送付や書き換じ年の再送付用として送付しているものであり、実際に使用した枚彙とは異なる。
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厚 生 労 働 省

業 能 力 開 発

用均等・児童家庭

政 策 統 播 官

厚生労働省内部部局の組織図  (1   1が 、対象業務を行つている部署である。)

人  事  課

総  務  課

会  計  課

地  方  課

国  際  課

厚 生 科 学 課

統 計 情 報 部

食 品安全部

安全衛 生部

労災補償 部

勤労者生活部

商齢・障害者雇用
対策部

障害保健福祉部

企画課

統計企画調整室

審査解析室

情報企画室

人自動態統計課

保健統計室

国民生活基礎調査室

雇用統計課

賃金福祉統計課




